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１ 景観形成ガイドライン策定の背景と目的 

人口減少時代を迎えた今日、｢地方創生｣のスローガンのもと、持続可能な地域社会の実

現に向けて地域を活性化していく取組みが、全国各地で進められています。 

活力ある地域を創造していくためには、定住促進と交流人口の確保に向けて、他と差別

化できる魅力をいかに高めるかが鍵となります。 

当町は、山・川・海の豊かな自然環境に恵まれ、石部棚田や田園などの農村風景、なま

こ壁等の歴史的な建造物など、地域固有の魅力ある景観資源を多く有しています。近年、

日本の原風景が残る農山村への回帰、あこがれが高まりつつある中で、先人たちが残して

きたこれらの景観資産が極めて大きな役割を果たすとの認識も高まっています。当町にお

いても、松崎町の固有の景観を保全し、活かした良好な景観形成を図ることは、今後、活

力ある地域として持続していく上で、必要不可欠です。 

これまで、当町は、昭和 53 年から「花とロマンの里」をシンボルテーマに、豊かな自然

や歴史、文化など地域の特性を活かしたまちづくりを進めてきました。花いっぱい運動を

はじめ、歴史的建造物の活用や伊豆の長八が芸術の域にまで高めた漆喰鏝絵の振興など、

町全体で取組んできたことにより「花とロマンの里」は、当町のイメージを表す言葉とし

て町内外で定着しています。 

平成 14 年には、地域の魅力ある景観を活かし、「題材となる風景を提供できる町」とし

て「スケッチの町」宣言をし、平成 24 年には「世界でいちばん富士山がきれいに見える町」

宣言をするなど、郷土への誇りと愛着を育みつつ、都市住民との交流を通じた町の活性化

に取組んでいます。 

平成 25 年には、「日本で最も美しい村」連合へ加盟し、将来にわたり美しい村づくりを

進めることを目標に、高い文化度を持つ住民、地域、団体、行政が一体となって、これま

での成果を活かした新たなまちづくりへのステップアップを図ろうとしています。 

このように、当町は、魅力ある景観を活用したまちづくりを展開し、成果を上げてきま

したが、一方で、耕作放棄地や空き家、自然環境と調和しない建物や屋外広告物の増加な

ど、良好な景観形成の対応が求められています。 

このため、美しい景観を保全・維持するとともに、好ましくない景観においては、改善

や向上を図り、良好な景観を創出していく必要があります。 

これまで当町は、景観形成に関する基本的な方針が明確化されておらず、系統立てた景

観形成の取組みは行ってこなかったため、まず、景観形成のための基本的な方針を示して

景観形成への取組みの必要性を住民に理解していただくとともに、景観形成を推進する上

で、担い手となる全ての人の手引書として活用されることを目的に、景観ガイドラインを

策定することとしました。 
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２ 景観形成ガイドライン策定のねらい 

本ガイドラインの策定のねらいは次のとおりです。 

■松崎町が目指す景観形成の方向を共有する 

・当町の景観特性や課題を整理し、目指すべき将来の景観像等を明らかにするなど景

観形成への理解を深め、目指す方向を住民、事業者、行政が共有する共通の指針と

しての役割を果たします。 

■景観形成への意識を高め取組みを促す 

・本ガイドラインの策定により、身近な景観への意識を高め、住民や事業者の主体的

な行動を促す基本計画としていきます。 

■景観形成の施策を体系化し総合的に推進する 

・本ガイドラインは、これまでの景観形成の取組みを充実、強化し、新しい総合的な

景観形成を推進する基としての役割を果たします。 

 

３ 景観形成ガイドラインの位置づけ 

・本ガイドラインは、当町の良好な景観の形成を目指す上での考え方を示すものであり、

景観形成に向けた取組みの立案及び実施の際の参考とするものです。 

・本ガイドラインは、松崎町総合計画との整合を図るとともに、各種個別計画との整合

を図り、策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

松崎町第５次総合計画（平成 25 年度～平成 34 年度）

松崎町景観形成ガイドライン 

町の各種個別計画 

・松崎町まち・ひと・しごと創生

総合戦略 

・松崎町農業振興地域整備計画 

・過疎地域自立促進計画 

等 

適合 

整合 

適合 

・静岡県景観形成ガイドプラン 

・ふじのくに色彩・デザイン指

針(社会資本整備) 

・富士箱根伊豆国立公園富士山

地域管理計画  

・伊豆中南部地域半島振興計画 

 等 

適合 
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４ 景観形成ガイドラインの対象区域 

当町の自然景観は長九郎山や婆娑羅山などの集落を取り囲む山々と集落中心部を流れる

那賀川や岩科川、その河川流域一帯に広がる農地、そして断崖と浜が入り組む変化に富ん

だ海岸などで構成されています。その豊かな美しい自然景観の中で、石部棚田や山口の田

園などの文化的景観、なまこ壁、社寺、史跡などの歴史的景観が点在するとともに、富士

山の眺望景観や花緑広がる景観など、個性豊かな景観をみることができます。これらは互

いに重なり合いつつ、町全体に広がっています。 

また、当町の景観形成には、高い文化度を持つ住民の景観への意識の高さや活発な活動

により支えられています。住民の生活は、町域の至る所で営まれ、景観形成への取組みも

町内全域で進めることが必要です。 

しかしながら、近年、耕作放棄地や空き家の増加、自然と調和しない建物や屋外広告物

の増加、歴史的建造物の喪失などの傾向があり、これらも町内のさまざまな場所で問題と

なっています。 

このように、松崎固有の良好な景観を住民共有の財産として保全、創出し、次世代に継

承するための取組みは、町域全域で進めることが求められることから、町内全域を本ガイ

ドラインの対象区域とします。 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 景観の特性と課題 

  



6 
 

１ 景観の特性 

当町の景観特性は次の通りです。 

 

１）山・川・海の表情豊かな自然景観  

当町は、長九郎山や婆娑羅山などの集落を取り囲む

山々と集落中心部を流れる那賀川や岩科川、その河川

流域一帯に広がる農地、そして断崖と浜が入り組む変

化に富んだ海岸などで構成されています。海岸は、富

士箱根伊豆国立公園区域内にあり、名勝にも指定され、

美しい浜辺やジオサイト、富士山の眺望景観など特徴

的で魅力あふれる風景をみることができます。 

また、山間部や海岸部の自然だけでなく、那賀川の桜並木や神社や寺の古木など集落

に根付いた自然・樹木等も当町の景観を特徴づけ、魅力あるものにしています。さらに、

夕日や富士山、星空、四季折々の花々や紅葉、生き物など、時間や季節の移り変わりの

中で変化し、豊かで美しい表情をみせる自然景観も随所で見られます。 

こうした山・川・海の自然は、古くから先人たちと自然環境との共生により、現在に

継承され、当町の原風景を形づくる景観の基盤となり、暮らす人々に癒しと安らぎを与

えるとともに、訪れる人に感動を与える素晴らしい景観として継承されています。 

 

２）個性豊かな農山漁村の集落地景観  

当町の集落は、特色ある地形構造と風土、人々の営

みによって培われた個性的で特徴的な景観を呈して

います。 

松崎地区は、古くから産業・経済・文化の中心とし

て発展してきました。那賀川および岩科川の下流域に

位置し、両河川の平坦地に集落が形成されています。 

海岸背後は住宅等が密集し、両河川が合流する湾内は、

独特な水辺空間を形成し、船着き場や船だまり、神社など、古くからの漁村集落の面影

をとどめています。また、中宿通りや岩科川周辺はなまこ壁の建造物が多く、歴史を感

じさせるまち並みが形成されています。 

 

 

岩科川 

松崎地区の集落 
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中川地区、岩科地区は、四方を山に囲まれた山村

地域であり、山々を背景にゆったりと流れる河川沿

いに水田が広がり、山裾野には里山と一体となった

集落が連なる農山村らしい景観を呈しています。 

三浦地区は、駿河湾に面した入江に開けた３集落

（岩地・石部・雲見）からなり、それぞれが個性的

な特色をもつ農山漁村地域です。壁立した急峻な山

並みが港と集落を厚く囲んでおり、険しい自然地形

の中に形成される集落は、自然と共生して暮らしや

生業を成り立たせようとする先人たちの強い思いが

感じられる景観です。古くは漁村でしたが、夏の海

水浴と温泉、風光明媚な景色により民宿経営が増加

し、温泉街を形成しています。 

 

３）なまこ壁にみる歴史的景観                      

当町は、古くから養蚕や農林漁業が営まれ、江戸

時代は、江戸・大坂間を航行する船が多く、伊豆が

中継港であったため、西伊豆の陸海交易の拠点とし

て繁栄しました。 

江戸時代後期に、耐火性、防湿性、防水性に優れた

なまこ壁が普及しました。松崎一帯と下田周辺にかけ

て、なまこ壁の民家や蔵が多くみられましたが、昭和

30 年代あたりを境に大幅に減り、今では 190 棟程度を残すのみとなりました。特に、松

崎地区の中宿通りや岩科地区の山口、八木山には、今なお、なまこ壁の建物が比較的多

く集まっており、歴史を感じさせるまち並みが形成されています。なまこ壁は、古い民

家や商家の他、寺の山門などにもみられ、町内全体に点在しています。 

近年は、これらの建造物の価値が見直され、保存・活用への取組みが進められ、重要

文化財指定の旧岩科学校や明治商家中瀬邸、伊豆文邸などは観光スポットとして来訪者

のにぎわいも生まれています。このように、なまこ壁は、当町の歴史と文化を伝える貴

重な地域資源であり、町のシンボルとなっています。 

 

 

岩地の集落 

山口のなまこ壁建造物の集積 

山口の集落 
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４）美しい農地と里山にみる文化的景観  

当町には、山口の田園や石部棚田、岩地の石垣、桜

葉畑など伝統的な生業の農地や里山景観が長い年月

を経て受け継がれています。これらの農地は一朝一夕

にできあがったものではなく、先人たちが地域の風土

に合わせて、長い年月をかけて環境と共生しつつ形成

した、素晴らしい文化遺産です。 

石部棚田は、先人たちが傾斜地を開墾し、一つ一つ

石を積み上げながら、何百年もかけて築かれたもので

す。平成に入ると棚田の 90％が耕作放棄地となりましたが、その後棚田の美しさを再認

識した地元住民により、棚田再生の活動が始まり、その活動と棚田景観の美しさに魅了

された町内外の多様な主体の参画により、棚田の保全活動が展開されています。 

このような保全活動や伝統的な生業が継承されてきたことから、今日まで美しい農地

や里山景観が維持され、来訪者に感動を与えています。 

 

５）生業や暮らし、活動から生まれる活力ある景観 

当町は、地域の自然・地形や気候の風土に合わせて

古くから農林漁業が持続的に営まれていましたが、昭

和 40 年代から温泉や豊かな自然環境を活用した観光

業を中心に発展してきました。 

豊かな自然を背景に、田植え作業や稲刈り、港に戻

る漁船風景など、農林漁業の生産活動の中で生み出さ

れる「生業景観」、あるいは、暮らしの中で現れる「生

活景観」、さらに、伝統的な生業の中で生まれた五穀豊

穣を願う祭りや四季折々の祭礼行事など「伝承文化がもたらす景観」等が、地域の個性・

アイデンティティを形成しています。 

また、昭和 53 年から「花とロマンの里づくり」をテーマにまちづくりを進め、松崎蔵

つくり隊等によるなまこ壁保全活動やオーナー制度を活用した石部棚田の保全活動、田

んぼをつかった花畑、全国漆喰鏝絵コンクールの開催（漆喰鏝絵の名工入江長八の左官

技術継承）など、住民の各種活動団体や行政など多様な主体が一体となって景観づくり

の活動を進めています。このような活動により、地域の魅力的な景観が育まれるととも

に、住民相互や外部来訪者との交流の中から生まれる人々の交流景観が、まちの景観を

活き活きとしたものにしています。  

石部棚田 

石部温泉大地曳き網まつり 
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２ 景観の課題 

景観特性を踏まえ、景観形成に係る課題を次のように整理します。 

 

１）先人から受け継いだ優れた景観資産の保全と活用  

山、川、海の豊かな自然景観、なまこ壁や古民家等の趣のある景観、文化的な農村景

観等、現在において町内外の人を魅了する優れた景観は、先人たちの手により守られ、

創られて、継承されてきたものであり、景観資産と呼ぶべきものであります。 

これらの景観資産は、都市化や世代交代の中で容易に失われる恐れがあるものであり、

周辺市町と比較し多く現存するなまこ壁の建造物においても、ピーク時より激減してお

り、現在では 190 棟程度が残されているのみです。それらにおいても、維持管理が不十

分なものもあり、滅失の恐れがある物件が多数あります。 

また、豊かな緑を印象づける町内の森林においても、維持管理に手が行き届かず、森

林が持つ本来の望ましい環境とは程遠い状況にあります。 

これらの景観資産を当町のまちづくりに保存活用していくために、まず全ての住民が

松崎町を守り育てた先人たちに崇敬の念を持ち、景観資産の価値や魅力を再認識する必

要があります。 

その上で、景観法等の諸制度の活用、町独自の施策展開により景観資産の保全、活用

を進める必要があります。 

 

２）地域の特性に応じた景観の魅力の向上 

当町の景観構成を土地利用的に大区分すると、森林、海岸部、農村部、中心集落地に

分けられ、それぞれに個性的な景観の特徴を有しています。また、その中に、生活拠点

や観光交流拠点等が存在するとともに、そこに介在し、自然資源、歴史・文化資源、富

士山ビューポイント、映画・ドラマのロケ地等、多様な景観資源が存在しています。 

快適で住みよいまちづくりと交流人口の拡大に寄与するまちづくりのために、これら

の拠点や景観資源について、その地区や場所の地域特性に即した魅力を高めるための取

組みが求められます。この取組みを効果的に進めるためにも、住民、事業者、行政が連

携し、それぞれの役割分担を明確にして、取組むことが求められます。 

一方、未だに住民にも認知されていない、埋もれた景観資源が多くあると想定されま

す。これらの景観資産を掘り起し、磨き上げて、活用していくための方策も検討するこ

とが求められます。 
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３）景観阻害要因の除去と抑制  

規模が大きく、派手な色彩の屋外広告物や一団の太陽光発電設備、維持管理が行き届

いていない空き家、雑草が繁茂する耕作放棄地などの発生、あるいは容易に視認できる

廃棄物の堆積や土石採取など、良好な景観を容易に阻害したり、住民や来訪者を不快に

したりする景観阻害要因が一部で見られます。 

景観阻害要因は、暮らしの上で欠かせないものがあるものの、できる限り除去したり

抑制したりする対応が求められます。 

 

４）景観に関する住民意識の向上  

当町の景観形成に係る取組みは、以前から多様な住民や住民団体により支えられてい

るものの、住民全体からは僅か一部であり、景観への意識が全ての住民に浸透している

とは言い難い状況にあります。 

また、美化清掃の必要性やごみのポイ捨て防止の徹底など、景観に関するマナーの向

上の必要性がアンケート調査で指摘されています。 

当町の景観の向上を図るためには、先人たちが継承した当町固有の景観の価値や魅力

を認識し、それらを住民が守り育み、次世代に継承していく必要性をしっかりと理解し

ていただくよう、情報発信や学習会等、多様な啓発施策を推進していくことが求められ

ます。 

さらに当町が今後の景観形成に取組むためには、住民や事業者の協力参画が不可欠で

あることから、住民、事業者、行政が連携しつつ役割分担を明確にし、住民や事業者が

主体的に景観形成に係る仕組みを構築することが求められます。 
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Ⅱ 景観形成基本方針 
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１ 景観形成の基本的考え方 

当町の景観形成に取組む基本的考え方は、次のとおりです。 

 

先人たちに敬意の念を抱き景観形成を進める 
当町は、山・川・海の豊かな自然環境に恵まれ、長い間、人と自然の係りを通して培

われた風景が、地域固有の良好な景観として多く残されています。 

これらの多くは、先人たちの自然と共生しつつ、生活の営みや生業から生み出され、

現代までに継承されてきたものです。 

よって、当町の景観形成にあたっては、自然、歴史、文化の保全継承に配慮したり、

これらと調和したまち並みを創出したりするなど、先人たちに敬意の念を抱きつつ、そ

の場の特性を紐解き、慎重に進めていくこととします。 

また、このような取組みが、松崎町の個性ある景観の継承と創出に繋がり、生まれ育

った誰もが自信を持って語れるふるさとの風景の創造につながります。 

 

文化度の高い住民が主役となり、協働で景観形成に取組む 
当町は、石部棚田の再生・保全や花緑の活動、美化活動、歴史的建造物の保全・活用

等、景観に係るさまざまな活動が住民や住民団体により展開されています。これら住民

の取組みは、文化度の高い住民性から成り立つものであり、当町の景観の重要な構成要

素と言えるべきものです。 

今後は、さらに住民の景観に関する意識の向上を図りつつ、地域の活力を創出する多

彩な活動の裾野を広げていくとともに、住民・事業・行政・諸団体等、当町に係る全て

の人が景観形成におけるそれぞれの役割と責任を認識しつつ、主体的に取組むことが重

要になります。 

 

地域の魅力を高めることにより、定住人口や交流人口の拡大につなげる 
人口減少時代を迎えた現在、活力ある地域を創造していくためには、移住・定住の促

進や交流人口の拡大等のために、他と差別化できる魅力をいかに高めるかが重要な鍵と

なります。 

当町においては、自然景観や歴史的・文化的景観の保全、景観阻害要因の改善、景観

資源を活用した魅力あるまち並みの創出など、地域の個性を生かした良好な景観形成の

取組みを進めることにより、地域の魅力を高め「住み続けたい」、「訪れたい」と思える

まちの創出を進めていかなければなりません。  
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２ 景観形成の目標 

当町は、昭和 53 年から“花とロマンの里”をキャッチフレーズにまちづくりを進めてき

ました。その一環として、「花いっぱい運動」を展開し、山々に咲く花々の自然環境の保全

に努めるとともに、那賀川沿いの桜並木やアジサイ、農地を活用した大規模花畑など、ま

ちを花で彩る環境美化活動に取組んできたことにより、住民や来訪者に親しまれ喜ばれる

景観が多く創出されてきました。 

また、当町は、なまこ壁をはじめとした歴史的建造物の保全活用や棚田の再生と保全活

動など、地域固有の景観づくりが進められてきました。 

その結果、花々の美しさや自然の豊かさ、歴史・文化に触れることのできる町として認

識され、“花とロマンの里”のイメージは町内外で定着しつつあります。 

当町の景観形成の目標はこのイメージを継承し、さらに発展させ、住民や訪れる人々が、

癒されるような景観を、住民、事業者、行政が協働でつくりあげていくこととし、下のよ

うにテーマを掲げ、その実現に取組んでいきます。 

 

 

景観形成のテーマ 

花とロマンが広がる癒しの景観 
 

 

花は、まちを彩る花々と、郷土愛や誇りといった“心の花”を意味します。 

 

ロマンは、受け継がれてきた地域固有の伝統や文化、歴史、まちの発展などに尽力し

た“人々の思いや希望”を意味します。 

 

癒しの景観は、住民や来訪者等が松崎の風景を見渡した際に、どこかホッとして“安ら

げる景観”を意味します。それは、目に見える景観の美しさ（きれいさ）だけでなく、日々の

暮らしの中でまちを大切にする人々の気持ちとその営みがあるからこそ、価値が高まり、

魅力が伝わり、見る人が安らぎを感じられるものとなります。 
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この考えのもと、「花とロマンが広がる癒しの景観」づくりでは、花による景観づくりや

郷土愛・誇りの醸成、歴史や文化を伝える良好な景観の保全・活用に努めるとともに、ま

た住民一人ひとりが自然の恵みを享受する里の暮らしの素晴らしさを認識しつつ、自然環

境や農村景観の保全・継承に努めることにより、日本の原風景が息づくまち、歴史と文化

の薫る花あふれるまち、住民や来訪者が癒しを感じるまちを目指します。 

また、住民、事業者、行政が、先人たちに敬意の念を抱きつつ、これらの景観づくりの

目的や意義、あるいは互いの役割を認識し、情報交換や共同作業の実施、多様な活動への

相互参画等、協働体制を構築して、真に美しい村づくりを進めていきます。 
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３ 目指すべき良好な景観 

松崎町が目指す良好な景観は、次のとおりです。 

 

 

全ての住民の共通の資産であり、確実に将来に継承すべきもの 

良好な景観は、当町の美しく誇りの持てる町域の形成と潤いのある豊かな生活と生業

の創造に不可欠なものであることから、現在及び将来にわたる住民共通の資産として認

識し、良好な景観形成のための取組みを継続的に進めていきます。 

 

 

先人たちが培った自然、歴史、文化等と住民の暮らしや生業が調和し
て形成されたもの 

良好な景観は、駿河湾、那賀川、岩科川、三浦地区の自然、なまこ壁の建造物等の歴

史、文化等と人々の生活、生業等との調和により形成されるものであり、その保全と創

出にあたっては、人々の生活や生業との調和に十分に配慮して形成していきます。 

 

 

文化度の高い住民の意向を踏まえつつ、地域の特性を活かして形成さ
れるもの 

当町の良好な景観は、なまこ壁の建造物や山口、石部の農村風景、美しい自然環境等

先人たちにより地域で積み重ねられてきた暮らしや生活の姿が固有の特性として現れ出

ているものであることから、画一的な景観形成を進めるのではなく、文化度の高い住民

の意向を踏まえつつ、地域ごとの個性や特色を活かして地域色豊かな景観となるように、

景観形成を進めていきます。 

 

 

交流人口の拡大や移住定住の促進等、地域の活性化につながるよう、
住民、事業者、行政が協働で形成するもの 

良好な景観が形成されることにより、地域の魅力が増進、創出されるものであること

から、なまこ壁通りや旧岩科学校周辺、「道の駅」花の三聖苑・旧依田邸周辺、三浦地区

等の交流拠点等の美しい景観づくりに大きな期待が寄せられています。このため、地域

活性化の点から、市民や事業者と行政による、良好な景観の形成に向けた一体的な取組

みを進めていきます。 
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今ある良い景観を守るだけでなく、新たに良い景観を創りだし、内面
に磨きをかけるもの 

良好な景観の形成は、単に現にある良好な景観を保全することだけでなく、新たに創

りだすことも含まれます。港湾や漁港を含む公共建築物等の公共施設の整備、改修にお

いては周辺のまち並みや自然景観との調和に配慮した整備が求められます。 

また、景観とは内面的な美しさが目に見える形や心地良い印象となって良好な景観と

して表出されるものであり、良好な景観は、物の内面的な美しさを形成することができ

るはずです。内面的な美しさとは、人々の生き生きとした生活や生業、目に見える物が

形成されてきた歴史・文化等の背景によるものです。 

当町の良好な景観形成のために、内面に磨きをかけることも進めていきます。 
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４ 景観形成の基本方針 

１）景観形成の基本方針の構成 

景観形成方針は、松崎町全体の景観に関する方針を示すものです。 

まず、「景観形成の基本的考え方」を整理し、これらを踏まえて町が目指す景観形成のテ

ーマである「景観形成の目標」を掲げます。 

さらに「景観形成の目標」を実現するための具体的な方針を示します。 

「景観特性別の基本方針」では、４つの方向性に分類し、それぞれについて景観形成の

基本方針の内容を示します。 

「土地利用別の基本方針」では、土地利用特性や現況特性に合わせて、町域を４つの区

域にゾーニングし、それぞれについて景観形成のための建築物等の誘導方針を示します。 

 

 

  ■景観形成の基本的考え方 

○先人たちに敬意の念を抱き景観形成を進める 

○文化度の高い住民が主役となり、協働で景観形成に取組む 

○地域の魅力を高めることより、定住人口や交流人口の拡大につなげる 

■景観特性別の基本方針 

【１】 花と緑が豊かなまちを守り育

てる 

【２】 なまこ壁等の歴史と文化を活

かした景観を守り育てる 

【３】 来訪者をもてなし住みよいま

ちの景観を育てる 

【４】 文化度の高い住民性を景観づ

くりに活かす 

■土地利用別の基本方針 

【１】 森林里山景観ゾーン 

【２】 農村景観ゾーン 

【３】 海岸景観ゾーン 

【４】 中心集落地景観ゾーン 

■景観形成のテーマ 

花とロマンが広がる癒しの景観 
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２）景観特性別の基本方針 

（１）４つの基本方針 

当町の景観特性と課題を踏まえつつ、景観形成の目標を達成するために、４つの基

本方針を掲げ、景観形成の取組みを進めていきます。 

 

 

 

 

【１】 花と緑が豊かなまちを守り育てる              
当町は、「花とロマンの里」の精神を継承

し、住民と行政の協働の取組みにより、那

賀の大規模花畑や那賀川沿いの桜並木、「道

の駅」花の三聖苑等の花緑が広がる景観、

駿河湾や岩科川等の自然景観を呈していま

す。これらの花と緑の景観をさらに広げる

とともに、良好な自然景観の保全継承を図

ります。 

 

 

 

 

【２】  なまこ壁等の歴史と文化を活かした景観を守り育てる    
明治商家中瀬邸や近藤平三郎生家等のな

まこ壁の建造物、伊豆の長八美術館や重要

文化財旧岩科学校などの文化施設、あるい

は石部棚田や山口等の文化的な農村景観、

さらに町内各所にある寺社仏閣や映画・ロ

ケ地の舞台等の文化的な景観資源等、町内

には数多くの歴史的、文化的資源が残され

ており、これらを活かした景観づくりを進

めていきます。  

那賀川の桜と菜の花 

明治商家中瀬邸 
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【３】 来訪者をもてなし住みよいまちの景観を育てる  
松崎地区の中心集落や旧岩科学校周辺の

観光拠点などについて、なまこ壁や花緑、

歴史文化等と調和するよう向上を図るとと

もに、「世界でいちばん富士山がきれいに見

える町」の取組みの活用、あるいは多彩な

地域資源の発掘と活用等により、住民の郷

土愛の醸成を図りつつ、来訪者をもてなす

景観づくりと住民が暮らしやすい景観づく

りを両立して進めていきます。 

 

 

 

【４】 文化度の高い住民性を景観づくりに活かす      
当町の景観は、これまで、文化度の高い

住民の多様な取組みや活動によって守り育

てられ伝えられ、現在においても継承され

ています。 

今後は、住民、事業者等の景観に関する

意識の向上を図りつつ、活動団体の育成に

繋げ、これらの取組みや活動の裾野をさら

に広げ、美化清掃やマナーの向上、さらに

景観に係る活動展開を図り、身近な所から、

美しいまちづくりを進めます。 

  

歴史的なまち並みを案内する人力車 

伊豆文邸の室内展示 
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（２）基本方針の体系図 

【１】 花と緑が豊かなまちを守り育てる 

 ①花で彩られたまちを守り育てる 

    ア 花緑の拡大 

    イ 花緑の維持管理 

    ウ 花緑に関する住民意識の向上と活動団体の育成 

 ②豊かな自然環境を守り育てる 

    ア 河川景観の保全 

    イ 森林緑地の保全と活用 

    ウ 海岸景観の保全 

    エ 美しい星空の保全 

 ③自然景観と調和したまち並みを守り育てる 

【２】 なまこ壁等の歴史と文化を活かした景観を守り育てる 

 ①なまこ壁を活かしたまち並みを守り育てる 

    ア なまこ壁を守る 

    イ なまこ壁と調和するまち並みを育てる 

    ウ なまこ壁を造る技術を守る 

 ②歴史、文化を伝える景観を守り活かす 

    ア 指定文化財等の保存継承 

    イ 町の歴史文化を伝える景観の保全継承 

 ③文化的な農村景観を守り育てる 

    ア 文化的な農村景観の保全 

    イ 文化的な農村景観の保全活用の仕組みの構築 

【３】 来訪者をもてなし住みよいまちの景観を育てる 

 ①魅力あふれるまちの景観を育てる 

    ア 拠点地区の景観の向上 

    イ 商業景観の保全と向上 

 ②世界でいちばん富士山がきれいに見える町を守り育てる 

    ア 富士山の眺望景観を守る 

    イ 眺望景観を活かす 

 ③交流を促す景観を育てる 

    ア 観光交流拠点やジオサイト等の景観の向上 

    イ 散策路やハイキングコースの活用 

    ウ 祭事やイベントの活用 

 ④にぎわいの基礎となる公共空間の景観を育てる 

    ア 公共建築物景観の向上 

    イ 道路と沿道景観の向上 

    ウ その他の公共施設景観の向上 

【４】 文化度の高い住民性を景観づくりに活かす 

 ①住民活動による景観づくりの推進 

 ②住民、事業者、行政の意識の醸成を図る  
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（３）基本方針の取組み内容 

 

【１】 花と緑が豊かなまちを守り育てる               

①花で彩られたまちを守り育てる 

ア 花緑の拡大 

・現在行っている、自治会等への花の苗や種子の

配布を、個人に拡充することを検討しつつ、戸

建住宅や民間集合住宅の敷地内への花木の植栽

や敷地周囲への花の植栽を推進します。 

・松崎町役場や小中学校等の公共建築物の敷地内

や小規模な公共用地、国道 136 号等の主要幹線

道路沿道において、花木の植栽や花壇の設置を継

続して進めます。 

・松崎地区の中心集落地などにおいては、連携し、なまこ壁と調和する質の高い草

花の配置を、できる限り長期間、広範囲で推進するよう努めます。 

イ 花緑の維持管理 

・那賀川沿いの桜並木は、松崎町さくら会や地域

住民等と適切な維持管理を行い、並木の保全継

承を図ります。 

・松崎町花の会が管理する花壇など、住民や住民

団体活動によって維持管理されている花壇等に

ついて、活動団体の育成と継承方策を検討し、

花壇の拡大や維持管理の継続を図ります。 

・那賀の大規模花畑は、他市町では見られない非

常に貴重な花緑の空間であり、町内外でも有名であり、今後も観光資源として活

用する必要があることから、地域住民との協議を踏まえ、景観農業振興地域整備

計画の策定などにより、継続的に維持することを検討します。 

ウ 花緑に関する住民意識の向上と活動団体の育成 

・美しい花緑が眺められる周辺の農地や緑地においては、住民の景観に関する意識

の向上を図りつつ、むやみな木竹伐採や土石採取、廃棄物の堆積、土地への太陽

光発電設備の設置などを抑制します。 

花の会による街角花飾り 

松崎町花の会による花壇の手入れ 
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・現在行われている花壇コンクール、街角の花コンクールの継続的な実施を図ると

ともに、開催告知や結果の情報発信を強化し、住民の花緑に関する意識の向上を

図ります。 

・那賀川沿いの桜並木のライトアップ、民具を使

った花かごの配置など質の高い花の演出を、地

域に広げ、花緑に関する住民意識の向上を図り

ます。 

・松崎町花の会や松崎町さくら会等の緑化活動団

体のメンバーの拡充や後継者の育成支援、維持

管理費支援の拡充、花緑に関する情報発信の強

化等、住民団体の支援を積極的に進め、住民参加による花の植栽活動の活性化と継

続を図ります。 

 

②豊かな自然環境を守り育てる 

ア 河川景観の保全 

・那賀川や岩科川は、町の景観に潤いを与えると

ともに、那賀川の桜並木や山口等の文化的雰囲

気の貴重な要素となっており、当町の景観軸と

して位置づけ、河川の水質の維持向上を図ると

ともに、ごみや雑草の除去などの美化清掃に努

め、良好な河川景観を維持します。 

・護岸の改修にあたっては、多自然川づくりの整

備を進めるとともに、防護柵の色彩や橋梁の欄干の意匠は、周辺のまち並みや自

然景観、あるいは地域特性に配慮します。 

・河川沿いにおいては、野立て看板の掲出をでき

る限り抑制するとともに、やむを得ず掲出する

場合は、集約化を誘導します。 

・那賀川や三浦地区で行われているホタルの育成

活動を継続するよう支援し、ホタルの舞う景観

を保全継承しつつ、この活動を広げ、多様な場

所でホタルの鑑賞ができるように努めます。 

 

那賀川 

那賀川沿いの桜並木のライトアップ 

ホタルの育成 
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イ 森林緑地の保全と活用 

・町内に広がる森林は、適切な維持管理のもと、自然環境の保全を図ることを基本

とし、主要幹線道路や富士山の眺望点から見える斜面緑地においては、むやみな

木竹伐採や土石採取、廃棄物の堆積、土地への太陽光発電設備の設置などを抑制

し、緑地景観の保全を図ります。 

・森林の稜線部は、緑地景観の輪郭となる重要な要素であることから、建築行為や

建設行為、風力発電設備の設置を抑制します。 

・森林内の既存の散策道の改修や林業体験等、森林を活用したイベント開催などに

より、積極的な森林活用と森林に関する住民の意識の向上を図り、住民参画によ

る維持管理へとつなげていきます。 

・再整備の検討が進められている牛原山町民の森

は、住民意向を踏まえつつ、豊かな緑やツワブ

キやアジサイなどの花木と調和する施設整備を

進めます。 

・屋外広告物は、森林景観を阻害することがない

よう、高さや表示面積などの基準の強化、建築

物屋上への設置の抑制、野立て広告物の集約化

などを誘導します。 

・森林内を通る道路の防護柵は、地域特性に配慮しつつ、森林と調和する色彩にな

るよう誘導します。 

ウ 海岸景観の保全 

・海岸部は、無秩序な開発を抑制するとともに、

海水浴や散策等、魅力的な海辺の観光交流への

活用を図ります。 

・土地への太陽光発電設備の設置について、良好

な海岸景観を阻害しないよう、国道 136 号や交

流拠点などから眺められる場所においては、抑

制します。やむを得ず行う場合は、周囲を樹木

で囲うなどし、見え難くなるよう誘導します。 

・屋外広告物は、海岸景観を阻害することがないよう、高さや表示面積などの基準

の強化、屋上への設置の抑制、野立て広告物の集約化などを検討します。また、

海水浴場等の案内サインや禁止看板などは、できる限り掲出しないよう努めます。 

牛原山町民の森 

雲見海水浴場 
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・国道 136 号等の海岸部の道路の防護柵は、地域特性を踏まえつつ、自然景観と調

和した、目立たない色彩とします。 

エ 美しい星空の保全 

・当町の夜間の美しい星空を眺められる景観を保全するために、防犯や夜間の安全

確保に十分配慮しつつ、集落地内の建築物等を照らす光や外灯等が必要以上に明

るくならないよう配慮するとともに、空に向かって照射するサーチライト等の使

用を抑制します。 

 

③自然景観と調和したまち並みを守り育てる 

・ジオサイトにも指定されている三浦地区は、変

化に富んだ海岸線、丘陵地の森林などの美しい

自然景観と調和するよう、建築物、工作物、屋

外広告物の形態意匠を誘導し、自然景観と調和

したまち並み景観の創出を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋外広告物は、自然景観と調和するよう、規模や形態意匠を誘導し、むやみな掲

出を抑制するとともに、野立て看板については集約化に努め、海水浴場等の付近

においては、むやみな案内広告や禁止看板の掲出をできる限り抑制します。 

・三浦地区内の空き家については、空き家バンクの活用や官民が連携した空き家活

用方策の推進を図るとともに、必要に応じて空き家対策特別措置法を活用し適切

に対処します。 

例：自然景観と調和した伊根町伊根浦 

のまち並み（伊根浦舟屋群等保存会 HP より） 

背後の斜面緑地や山並み・スカイラインとの調和に配慮したこう配屋根を基本とする。 
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【２】 なまこ壁等の歴史と文化を活かした景観を守り育てる        

①なまこ壁を活かしたまち並みを守り育てる 

ア なまこ壁を守る 

・町内に現存するなまこ壁の建造物は、個々に実

態調査を行い、貴重性の高いものについては、

町の支援のもと補修修理等を行い、維持管理を

進めます。 

・現在行われている、住民と行政の協働による、

なまこ壁保全活動を継続するとともに、より多

くの参加者を得られるよう、積極的な情報発信

を行います。 

・松崎地区、岩科地区等、多数のなまこ壁住宅が集積する地区については、それら

の保全に努めるとともに、文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区制度の

指定について検討を進めます。 

・なまこ壁の建造物及びその周辺の空き家につい

ては、空き家バンクの活用や官民が連携した空

き家活用方策の推進を図るとともに、共同作業

場や宿泊施設、飲食施設等として再生して活用

を図ります。 

イ なまこ壁と調和するまち並みを育てる 

・松崎地区、岩科地区等においては、趣のある木

造建築物や石蔵なども見られ、これらは、なま

こ壁と調和し、特徴的なまち並み景観の創出の

貴重な要素であることから、活用方策を検討し

つつ、保全を図ります。 

・なまこ壁の建造物の景観を阻害しないよう、景

観計画（景観法）の運用により、その周辺の建

築物、工作物、屋外広告物の形態意匠を誘導し、

なまこ壁と調和するまち並み景観の創出を図り

ます。 

 

なまこ壁の制作体験イベント 

中宿通りのまち並み 

空き家である旧石井豆腐店は、協働作業

場として再生活用がされる 
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・なまこ壁が連続するまち並み、あるいはなまこ壁と調和するまち並みの創出のた

めに、地元工務店等と協働し、外観になまこ壁を取り入れた住宅のデザイン案の

作成などを検討します。 

 

 

○なまこ壁＋植栽で、連続性と統一性を図る 

 

 

 

 

 

中宿通りの沿道は、なまこ壁と生垣の組み合わせによる塀が多くみられ、趣のあるまち並みが形成されている。 

 

○なまこ壁と調和するまち並みの創出の考え方 

 
 
 
 
 

  

中宿通りにおいては、なまこ壁の塀、石や木等の自然素材の塀で趣のある雰囲気を演出し、生垣やシンボル

ツリー、四季折々の草花などを植栽して潤いあるまち並みの創出を図る。 

また、塀はなるべく道路境界付近に配置し、塀の高さや生垣の高さを両隣と揃えることにより統一感のある

まち並みの形成を図る。 

なまこ壁等の歴史的建造物周辺の建物は、特に歴史的建造物と調和した規模、形態、意匠とし、周辺一帯が

調和のとれた、歴史を感じさせる景観形成を図る。 

ブロック塀のみは、

景観的に寂しい雰

囲気になる。 

生垣＋なまこ壁のセッ

トは、中宿通りでよくみ

られる松崎らしい美し

い景観。 

塀を設けない場合は、

低木・中木・高木でバ

ランスよく組み合わせ

て植栽する。 

道路境界から壁面が後退し

ている場合は、ベンチや花

壇の設置、植栽など、道路

と一体的な開かれた空間と

なるよう配慮する。 
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ウ なまこ壁を造る技術を守る 

・「松崎蔵つくり隊」の活動の活性化を図るととも

に、なまこ壁を造る左官技術の保全及び後継者

育成について検討を進めます。 

・なまこ壁の建造物群が、重要伝統的建造物群保

存地区等に指定された後は、なまこ壁の左官技

術を選定保存技術に指定されることを目指しま

す。 

 

②歴史、文化を伝える景観を守り活かす 

ア 指定文化財等の保存継承 

・国指定重要文化財である旧岩科学校をはじめ、

県指定文化財の旧依田邸、町指定文化財の旧大

沢学舎は、適切に維持保全を図るとともに、周

辺道路等の公共施設やまち並みについても、文

化財と調和したものとなるよう整備改善や誘導

を図ります。 

イ 町の歴史文化を伝える景観の保全継承 

・歴史を感じる寺社仏閣や岩地の石垣、あるいは映画・ロケ地の舞台等は、当町固

有の歴史文化を伝える貴重な景観であることから、できる限り維持保全して、観

光交流資源として活用を図ります。 

・伊豆の長八美術館や「道の駅」花の三聖苑など

の当町の文化を伝える貴重な施設であることか

ら、適切な維持管理による保全を図るとともに、

これらの施設と調和するよう周辺景観の向上に

も配慮し、観光交流資源として活用を図ります。 

・これらの資源については、必要に応じて景観法

に基づく、景観重要建造物及び樹木の指定制度

や景観重要公共施設制度の運用により、保全継承を検討するとともに、町独自の優

れた景観資源の認定制度の創設を検討します。 

 

旧依田邸 

なまこ壁技術の伝承 

「道の駅」花の三聖苑 
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③文化的な農村景観を守り育てる 

ア 文化的な農村景観の保全 

・石部棚田や山口の農村景観は、当町の歴史文化

と生業を伝える非常に美しい景観が広がること

から、町の文化的な景観として位置づけ、農地

や集落、背後の丘陵地などを一体的に保全継承

します。保全にあたっては、景観法等に基づく

景観計画制度や景観農業振興地域整備計画制度、

重要文化的景観の指定制度を運用し、農地を維

持するとともに建築物、工作物の形態意匠を誘導

します。 

 

 

 

 

 

・岩地の集落の周辺には、歴史を感じる石積みの石垣で造られた美しい段々畑があ

るものの、耕作放棄地であることから、地権者、地域住民が主体となりつつ、都

市住民や各種団体、行政と連携し、再生活動に取組むことを検討します。 

・農地については、農業活性化方策の推進や認定農業者への農地集積、オーナー制

度の運用、体験農業の開催等により、耕作放棄地の発生を防止に努めます。 

・石部や山口においては、文化的な農村景観を阻害しないよう、むやみな木竹伐採

や土石採取、廃棄物の堆積、土地への太陽光発電設備の設置などを抑制します。 

イ 文化的な農村景観の保全活用の仕組みの構築 

・石部棚田については、現在の保全活動を維持す

ることを基本としつつ、棚田景観の貴重性を広

くアピールし、より多くの住民や町外の方々、

企業、大学等との連携を強化し、保全を進める

体制づくりや仕組みづくりを推進します。 

・岩科の農村景観は、なまこ壁の建造物が重要な

構成要素となることから、なまこ壁の保全継承

方策を推進します。  

石部棚田 田植体験 

山口の農村景観 

外壁で複数の色彩を使用する場合は、

色相・明度・彩度の差が大きくならな

いようにする。 
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【３】 来訪者をもてなし住みよいまちの景観を育てる          

①魅力あふれるまちの景観を育てる 

ア 拠点地区の景観の向上 

・松崎町役場周辺のまちの中心部となる一帯は、住民活動の利便性の向上に配慮し

つつ、観光交流の拠点の役割を担うところであることから、まちのイメージアッ

プにつながるよう、なまこ壁等と調和したまち並みの誘導、周辺のまち並みや自

然景観と調和した公共施設の整備、花緑の植栽などを進めます。 

・主要幹線道路の行政界付近の町の玄関口と位置付けられる地区においては、松崎

町に訪れたことが分かるよう、まちのイメージを発信する質の高いシンボル的な

景観づくりを進めます。 

 

◆まちのイメージ向上を図る効果的な手法◆ 

①いりえ橋や浜丁橋、ときわ大橋、宮の前橋など、橋の上や橋の袂は散策路の視点場と

なるため、魅力ある眺望景観を創出することにより、まちのイメージアップにつなが

ります。 

 

○橋上や橋の袂からの眺望景観を大切にする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山並みと建物が調和し、美しい

水辺景観が形成されている。 

（いりえ橋） 

船溜まりの景観は、周辺のまち

並みを良くすることでさらに魅

力ある空間となる。 

（いりえ橋） 

商業施設の彩度の高い色彩が自

然景観と調和していない。 

（宮の前橋） 

河川沿いにある駐車場は、緑化

で遮蔽され、河川景観を損ねな

い工夫がされている。 

（那賀川） 

橋の袂が美しいと、魅力ある風

景が生まれる。 

（浜丁橋） 

河川沿いの桜並木により建物が

遮蔽され良好な景観が保たれて

いる。 

（宮の前橋） 
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②Ｔ字路やＹ字路、十字路などの交差点付近は、人の視線が集まりやすい景観形成の要所

であるため、景観への配慮が必要です。交差点角地等にある樹木や社寺などの歴史的建

造物は魅力的なランドマークになるため、それらを活かした沿道景観づくりをすること

により、まち並みに奥行きと魅力ある風景が生まれ、来訪者の回遊性の向上が期待され

ます。 

 

○アイストップとなる場所を活かし、魅力ある沿道景観をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十字路角地にある住宅は、なま

こ壁の塀と管理の行き届いた植

栽が、松崎らしさを演出してい

る。 

（中宿通り） 

 

Y 字路にあるレトロな建物が、

なつかしい昭和の商店街の雰囲

気を醸し出している。 

（新浜コミュニティ通り商店

街） 

伊那下神社の鳥居がアイストッ

プとなり、手前のなまこ壁と合

わせて歴史を感じさせる。 

中宿通りから伊那下神社へ続く

通りとして、景観への配慮が求

められる。 

春城院の松がアイストップとな

り、まち並みに奥行きを与えて

いる。沿道景観に配慮すること

で、歩きたくなる道になる。 

浄泉寺の門がアイストップとな

り、沿道のなまこ壁とのコント

ラストが美しい。右側のフェン

スなどを工夫することで、さら

に魅力ある景観がつくれる。 

（なまこ壁通り） 

渋川地蔵尊がアイストップと

なり、背後の緑と調和し良好な

景観が保たれている。沿道の住

宅敷地は、樹木や花等による緑

化に努める。 

（中宿通り） 
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イ 商業景観の保全と向上 

・新浜コミュニティ通り商店街やときわ大橋通り

商店街は、レトロ感のあるまち並みを阻害する

ことがないよう、建築物、工作物の維持管理及

び形態意匠の誘導を図るとともに、外観と調和

した店舗演出や商品陳列などに努め、建物周囲

の美化清掃に努めます。 

 

 

 

○“昭和レトロ”をまち並みに活かしていく 

 

 

 

 

 

 

● 

 

○古い建物を店舗として再生し、外観と調和した魅力的な演出をする 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昔ながらの看板は、シンプルな

デザインで古い木造建築物に馴

染んでいる。 

モルタル塗りの外壁と洋風の窓

が、昭和レトロの雰囲気を醸し

出している。 

白い壁に赤い屋根が映える古い

木造建築は、エントランスの緑

とのコントラストが美しい。 

新浜コミュニティ通り商店街 

木造の民家を改装し、ギャラリー

として活用している。（わかば） 

石蔵を改装し、ギャラリーカフ

ェとして活用している。（丸平）

古いなまこ壁建築を改装し、食事

処などに活用している。（蔵ら） 
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・松崎地区内の国道 136 号沿道の商業店舗が集積する区間においては、なまこ壁を

イメージした外灯や欄干などと調和を図るとともに、統一感を創出するよう建築

物や工作物、屋外広告物の形態意匠を誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・商店街や国道 136 号沿道の商業店舗集積地における空き店舗については、空き家

バンクの活用や官民が連携した空き家活用方策の推進を図るとともに、必要に応

じて空き家対策特別措置法に基づき適切に対処します。 

 

②世界でいちばん富士山がきれいに見える町を守り育てる 

ア．富士山の眺望景観を守る 

・眺望地点からの良好な富士山の眺望景観の保全を図るよう、眺望景観の範囲内に

おいて、建築物等の形態意匠の誘導を図るとともに、太陽光発電施設や風力発電

施設の設置を抑制するとともに、大規模な木竹伐採や土石採取の行為を防止しま

す。 

・眺望地点は、周囲の自然景観と調和した良好な

空間となるよう、広場の整備、舗装や防護柵の

改修、ベンチなどの休憩施設の設置を進めると

ともに、富士山の眺望点であることを示す、案

内看板などの設置を進めます。 

・眺望地点から富士山の眺望景観を常に確保する

ために、周辺部の樹木が繁茂しないよう、適切

な維持管理を継続します。 

・眺望地点においては、誰もが容易に訪れることができるよう、駐車場の設置、ア

クセス道路や歩道の改善などを行います。 

富士見彫刻ラインからの富士山 

建築物の上部が複雑な形

や不揃いであったり、付

属物を上部に設置すると

雑然とした景観となるた

め、なるべく通りから見

えないように配慮すると

ともに、建築物の上部も

スカイラインを乱さない

形状にする。 

なまこデザインの街灯が、まち並みの

中で、目立たず活かされていない 
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・国道 136 号の多様な場所から、富士山の眺望景観あるいは良好な伊豆西海岸のリ

アス式海岸の地形を眺めることができるよう、道路上から眺望方向の樹木を伐採

したり繁茂したりしないよう維持管理を行います。 

イ．眺望景観を活かす 

・富士山以外の優れた眺望について、保全と活用

を図るために、住民意向を踏まえつつ眺望点と

して位置付ける仕組みを検討します。 

・富士山眺望点のマップやカレンダー等を作成し、

住民や町外への情報発信を積極的に行い、町の

貴重な交流拠点として活用します。 

 

③交流を促す景観を育てる 

ア 観光交流拠点やジオサイト等の景観の向上 

・重要文化財旧岩科学校周辺、「道の駅」花の三聖

苑周辺、那賀の大規模花畑周辺、牛原山町民の

森、石部棚田、三浦地区は観光交流拠点として

位置づけ、適切な維持管理を進めるとともに、

その周辺においても個々の施設と調和した公共

空間の改善やまち並み景観の誘導、屋外広告物

の誘導等により、魅力の向上を図ります。 

・県道下田松崎線と県道南伊豆松崎線の沿道にあ

る防護柵は、観光客が大規模花畑や文化的な農

村景観を眺めることができるよう、できる限り

透過性の高いタイプ（ガードワイヤー、ガード

パイプ）を使用するよう県との連携を図ります。 

イ 散策路やハイキングコースの活用 

・集落内や自然公園区域、山林内にある既存の散

策路やハイキングコースは、安全対策に十分留意しつつ、必要に応じてルートの

再検討や新規ルートの設定を行うとともに、路面の改修、案内板の設置等の改善

を行い、コースの魅力を高めつつ、にぎわい景観の創出に繋げます。 

・使われなくなった炭焼き道や生活道の古道を再生活用したマウンテンバイクツア

ー等の支援により、里山の維持管理と交流人口の拡大を図ります。 

重要文化財旧岩科学校 

浅間神社からの展望 

透過性の高いガードパイプ 
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ウ 祭事やイベントの活用 

・秋祭りや岩地・諸石神社の岩地梵天まつりなどの伝統芸能の祭り、どんど焼きな

どの地域の祭り、三聖まつりや長八まつりなどのイベント等、現在開催されてい

る祭事やイベントは継続的に開催し、にぎわいある景観を創出します。 

・石部棚田の田植え、稲刈り体験やシーカヤック

体験、果物狩りなど、現在行われている良好な自

然景観を活かした体験などは継続的に開催する

とともに、体験メニューの拡大を図り、にぎわい

ある景観を創出します。 

 

④にぎわいの基礎となる公共空間の景観を育てる 

ア 公共建築物景観の向上 

・公共建築物については、なまこ壁のまち並みや自

然景観等、地域の景観特性と調和する形態意匠と

するよう努めます。また、町の公共建築物のデザ

インガイドライン等の策定を検討します。 

イ 道路と沿道景観の向上 

・住民、来訪者が利用する主要幹線道路である国道

136 号や県道下田松崎線、県道南伊豆松崎線は、

当町の道路軸として位置づけ、利用者への町のイ

メージアップのために、道路施設の意匠や色彩などについて配慮するとともに、沿

道の建築物は、なまこ壁や自然景観等の地域特性を踏まえた、統一感のあるまち並

みとなるよう誘導します。 

・国道 136 号等の道路軸や富士山等の眺望点、旧岩

科学校周辺等の観光交流拠点等から眺めること

ができる防護柵、橋梁、外灯などの道路施設は、

「ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）

／静岡県発行」に配慮しつつ、なまこ壁や海、山、

川の自然景観と調和するよう形態意匠を改善し

ます。 

  

シーカヤックマラソン 

例：彩度の高いカラー舗装が周辺と調和

していない（町外） 

外壁の漆喰のレリーフとなまこ壁のデザ

インが松崎らしさを醸し出している 
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・道路上に自転車道や安全帯を示すカラー塗装を

行う場合は、安全性に配慮するとともに、派手

な色彩の使用を避け、周辺のまち並みや自然景

観と調和した落ち着いた色彩を使用します。 

・道路の沿道、高架道路下等においては、雑草や

散乱ごみがないよう、住民と行政が連携し、美

化清掃に努めます。 

ウ その他の公共施設景観の向上 

・国道 136 号等の道路軸や富士山の眺望点、旧岩科学校周辺等の観光交流拠点等か

ら眺めることができる河川構造物等の公共施設は、「ふじのくに色彩・デザイン指

針（社会資本整備）／静岡県発行」に配慮しつつ、なまこ壁や海、山、川の自然

景観と調和するよう形態意匠を改善します。 

・松崎地区の河川を渡る橋梁の欄干は、特徴的な

意匠が多く、周辺のなまこ壁のまち並みとも調

和されていることから、保全を図るとともにア

ピールに努め、交流資源として活用します。 

・松崎地区や三浦地区の漁港施設や防潮堤につい

ては、漁港機能や防災機能の維持向上を優先し

つつ、できる限り周辺景観と調和した構造や形

態意匠とするとともに、潤いの創出に努めます。 

・なまこ壁通りや山口の農村集落等の、当町の中心拠点や観光交流拠点においては、

電線・電柱の地中化や電柱の移設、あるいは電柱の色彩変更等により、電線や電

柱が目立たなくなるよう検討します。 

・案内地図や方向案内などの公共サインは、まち並みとの調和、ユニバーサルデザ

インへの配慮、意匠の統一感の創出のために、デザインガイドライン等を検討し、

これに基づき整備改修を進めます。また、交通標識や道路案内標識においても、

その機能の維持に十分留意しつつ、必要な手続きを経て、規模の縮小や色彩の変

更を進めていきます。  

花の日の一斉掃除 

ときわ大橋の特徴的な意匠 
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【４】 文化度の高い住民性を景観づくりに活かす            

① 住民活動による景観づくりの推進 

・住民が主体的に行う海岸の美化清掃活動、住民

と行政の連携で行うなまこ壁クリーニングや、

松崎町まちづくりやろうじゃ協議会、松崎町花

の会、松崎町さくら会の活動など、現在行われ

ている住民や地域が係る景観形成の活動につい

ては、継続的な推進に努めるよう、必要な支援

を進めます。 

・那賀川のリバーフレンドシップ制度やアダプトロードプログラムの実施、あるい

は国道 136 号沿道の屋外広告物の除去活動など、特定の自治会や活動団体によっ

て行われている景観形成に係る活動については、継続的な活動の推進を支援する

とともに、その他の自治会等でも実施するよう努めます。 

 

②住民、事業者、行政の意識の醸成を図る 

・できるだけ多くの住民に、町の景観の素晴らしさと景観形成の取組みの必要性を

周知していくために、自治会単位で景観について学び、考えるためのワークショ

ップの開催などを検討します。 

・スケッチコンクールや写真コンクール等のイベ

ントや表彰事業等の継続的開催を図り、住民及

び来訪者に当町の景観の魅力を発掘、情報発信

を行うことにより、ふるさとの素晴らしさの再

発見を促し、住民の郷土愛の醸成を図ります。 

・住民に周知されていない、眺望景観や景勝地、

古い建造物等、あるいはドラマや映画のロケ地

等、町に埋もれている良好な景観資産が多数あることから、これらを町が優れた景

観資産として認定する仕組みを構築し、住民などに情報発信することにより意識の

醸成を図り、観光資源などとして活用します。 

・現在実施されている施策の継続的推進を図るとともに、広報紙・ウェブサイトな

どによる情報の受発信、講演会・シンポジウムなどの開催、表彰制度の創設など、

多様な施策を推進します。 

 

石部の灯り 

スケッチの風景 
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③景観に関する活動団体等の育成 

・住民、事業者、行政の意識の醸成方策を経て、景観形成に係る活動団体が発足し

た際には、これらの団体を町で認定し、景観的な情報提供や活動費補助など、必

要な支援をするなど、行政と連携した活動を展開できる新たな仕組みづくりを進

めます。 

・景観形成に係る住民や住民団体等が一同に会し、情報交換したり、町の景観につ

いて考えたりするためのネットワークの構築を検討します。 
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３）土地利用別の基本方針 

（１）土地利用の区分 

景観形成の目標を達成するために、土地利用や現況の特性に合わせて、町域を４つ

の景観ゾーンに区分し、各景観ゾーンの基本方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

４つの景観ゾーン 

森林里山景観ゾーン 

農村景観ゾーン 

海岸景観ゾーン 

中心集落地景観ゾーン 
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（２）土地利用別の基本方針の内容 

土地利用（ゾーン）ごとの景観形成の基本方針については、景観特性別の基本方針

と整合を図りつつ、土地利用（ゾーン）ごとの景観形成の取組みとして特に必要な内

容を整理しています。 

 

【１】 森林里山景観ゾーン                      

①対象区域 

当町に豊かな緑と良好な自然環境を提供し

ている森林や集落背後の里地里山を基本とし、

森林内に介在する農地や集落を含む区域です。 

 

②景観形成方針 

・長九郎山や婆娑羅山などの山々や丘陵地の

緑と起伏ある地形、あるいは長九郎山のシ

ャクナゲや那賀川のホタル等の良好な自然

環境の保全を図ります。 

・山並みの稜線は、当町の緩やかな山並み景観を構成する重要な部分であることから、

保全に努め、建築行為、建設行為をできる限り抑制し、やむを得ず施設等を建設す

る場合は、施設等は周囲の山並みや森林景観に隠れるような配置や形態とし、でき

る限り見えにくくなるよう努めます。 

・丘陵地の裾野部分については、適切な維持管理を進め、斜面緑地の保全を図るとと

もに、建築物・工作物等は、高さを抑えつつ、周囲の森林や集落地景観と調和する

形態意匠とし、森林景観の中で突出した印象にならないよう努めます。 

・中川地区や岩科地区の農村景観ゾーンの集落を囲む里地里山は、放置竹林の解消体

験、里山体験や自然遊び体験の実施等、活用方策を検討し、適切な維持管理を進め、

良好な里地里山景観の保全継承を図ります。 

・山口や八木山のなまこ壁が集積する集落については、なまこ壁のまち並み景観の保

全継承を図るために、伝統的建造物群保存地区としての指定を検討します。 

・大規模な造成等が行われる際には、起伏ある地形が喪失することがないよう、長大

な法面の発生等を防止するとともに、法面緑化等に努めます。 

・土石の採取や廃棄物等の堆積、土地に太陽光発電設備を設置する場合、行為地が道

路上などから見えない場所で行うとともに、やむを得ない場合は、行為地を樹木の

対象区域図 
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植栽や木塀で囲う等の処理を施し、施工後は緑化を図ります。 

・森林内に見える道路の白いガードレールは、遠景からも非常に目立つことから、「ふ

じのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）／静岡県発行」に配慮しつつ、森林

景観と調和するよう誘導します。 

・森林内の散策道の活用、森林体験や自然体験等の実施等、住民や来訪者による森林

の活用方策の推進により、森林の現状や課題の理解を促し、多様な人が係る維持管

理の仕組みづくりへとつなげていきます。 

 

【２】 農村景観ゾーン                         

①対象区域 

中川地区の大規模花畑や岩科地区の文化的農村景観が広がる農地等と集落を含む区

域です。 

 

②景観形成方針 

・山口等、農地と調和する集落地及びなまこ

壁の建造物等、文化的で特徴的な農村景観

が広がる地区については、農村景観の保全

を図ります。 

・農地については、農業振興方策、あるいは

体験農業やオーナー制度等の活用により、

耕作放棄地の発生を防止し、農地としての

維持に努めます。 

・耕作放棄地及び農閑期の農地においては、レンゲやコスモス等の景観作物を栽培し

ます。特に那賀においては、農閑期の大規模花畑の保全継承を図るよう、景観農業

振興地域整備計画の運用を検討します。 

・河川や水路は農村景観と調和するよう、地域住民の意向を踏まえつつ、自然環境の

保全に配慮した護岸等として整備改修に努めます。 

・新規の建築物は、既存集落から極端に離れないよう配置し、集落地としてのまとま

りを維持するとともに、周囲の農地や背後の斜面緑地などの自然景観と調和するよ

う、建築物の高さや形態意匠を誘導します。 

・山口のなまこ壁が集積する集落と周囲の一帯の農地については、当町の文化と生業

対象区域図 
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を継承する文化的景観として位置づけ、景観農業振興地域整備計画制度の運用や重

要文化的景観、伝統的建造物群保存地区の指定を検討します。 

・土石の採取や廃棄物等の堆積、太陽光発電設備の

地上への設置等の行為は、できるだけ抑制すると

ともに、やむを得ない場合、行為地が道路上など

から見えない場所で行う、または、行為地を樹木

の植栽や木塀で囲う等の処理を施すよう努めます。 

・農地内に見える防護柵の白いガードレール等は、

遠景からも非常に目立つことから、「ふじのくに色

彩・デザイン指針（社会資本整備）／静岡県発行」

に配慮しつつ、農地景観や背後の森林景観と調和

するよう改善します。 

・屋外広告物について、農地や集落地景観と調和す

るよう配慮しつつ、できるだけ目立ちすぎないよ

うな形態意匠とします。特に野立て広告物は、で

きるだけ掲出を抑制するよう努めるとともに、や

むを得ない場合は、集約化を誘導します 

 

 

 

 

 

 

  

例：斜面緑地の太陽光パネルが景観を損

ねている（町外） 

美しい農村景観の中で、白いフェンスや

ガードレールが目立っている 
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【３】 海岸景観ゾーン                         

①対象区域 

概ね海岸沿いの富士箱根伊豆国立公園区

域、名勝伊豆西南海岸区域に指定されてい

る区域です。 

 

②景観形成方針 

・駿河湾や変化に富んだ海岸線の地形、豊

かな緑等、自然公園法に基づき美しい海

岸部の自然景観の保全を図るとともに、

より良好な景観となるよう向上を図ります。 

・岩地・石部・雲見の三浦地区は、海岸線、緑地景

観と調和するよう、建築物、工作物、屋外広告物

の形態意匠を誘導し、自然景観と調和したまち並

み景観の創出を図ります。 

・岩地・石部・雲見にそれぞれある海水浴場は、海

浜環境の保全を図りつつ、案内サインや禁止看板

などは、できる限り掲出しないよう努めます。 

・漁港施設や防潮堤については、漁港機能や防災機

能の維持向上を優先しつつ、できる限り周辺の自

然環境と調和した構造や形態意匠とするとともに、

潤いの創出に努めます。 

・屋外広告物について、海岸部の自然景観と農地や

集落地景観と調和するよう配慮しつつ、できるだ

け目立ちすぎない形態意匠とするよう誘導します。

国道 136 号沿道では、野立て広告物の掲出の抑制に努めつつ、集約化を誘導します。 

・国道 136 号沿道防護柵の白いガードレール等は、遠景からも非常に目立つことから、

「ふじのくに色彩・デザイン指針（社会資本整備）／静岡県発行」に配慮しつつ、

海岸景観や緑地景観と調和するよう県との連携を図ります。 

・国道 136 号の多様な場所から、富士山の眺望景観あるいは良好な西海岸の入り組ん

だ地形を眺めることができるよう、道路上から眺望方向の樹木の伐採や繁茂しない

よう維持管理を行います。 

対象区域図 

多すぎる禁止看板等は、来訪者に不快感

を与える恐れがある 

沿岸部の建物は、山並みの稜線を乱さな

いよう位置や高さ、形態に配慮する 
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・土地への太陽光発電設備の設置について、良好な海岸景観を阻害しないよう、抑制

します。やむを得ず行う場合は、周囲を樹木で囲うなどし、見え難くなるよう誘導

します。 

 

【４】 中心集落地景観ゾーン                      

①対象区域 

松崎地区の役場等の主要公共施設が集積

する、町の中心部となる区域です。 

 

②景観形成方針 

・町の中心部である松崎地区の集落地は、

中心集落地として位置づけ、生活しやす

い落ち着きのある景観の創出に配慮しつ

つ、歴史、文化が香る賑わいある景観づ

くりを進めます。 

・なまこ壁の建造物や木造古民家等、歴史文化を感じる建築物、工作物は、住民団体

や専門家等、多様な主体と連携し適切な維持保全を図るとともに、その他の建築物、

工作物及び屋外広告物は、これらの建築物等と調和するよう、規模や形態意匠を誘

導します。 

・なまこ壁通り周辺のなまこ壁の建造物が集積する集落については、なまこ壁の建造

物群景観の保全継承を図るために、伝統的建造物群保存地区としての指定を検討し

ます。 

・新浜コミュニティ通り商店街やときわ大橋通り商店街のまち並みは、レトロ感のあ

る趣のあるまち並み景観を維持するよう、建築物、工作物の維持管理及び形態意匠

の誘導を図るとともに、建物修景や商品陳列などにも工夫します。 

・松崎地区内の国道 136 号沿道の商業店舗が集積する区間のまち並みについては、な

まこ壁をイメージした外灯や欄干などとの調和、商業集積地としての統一感の創出

等に配慮し、建築物や工作物、屋外広告物の形態意匠を誘導します。 

・既存の花壇等の維持管理を継続しつつ、なまこ壁の建造物の周辺や国道 136 号沿道

及び公共未利用地などにおいては、新たに花木の植栽や花壇整備等を進めます。 

・国道 136 号や地区内散策コース沿い、あるいは観光交流拠点の防護柵、橋梁、外灯

対象区域図 
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などの道路構造物、あるいは河川を渡る橋梁欄干等の河川構造物等は、「ふじのくに

色彩・デザイン指針（社会資本整備）／静岡県発行」に配慮しつつ、なまこ壁のま

ち並みと調和するよう形態意匠を維持管理しつつ、必要に応じて改善を図ります。 

・廃棄物等の堆積、太陽光発電設備の地上への設置等の行為は、できるだけ抑制する

とともに、やむを得ない場合、行為地が道路上などから見えない場所で行う、また

は、行為地を樹木の植栽や木塀で囲う等の処理を施すよう努めます。 
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Ⅲ 景観形成主要方策 
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１ 景観形成主要方策について 

当町の良好な景観形成のために、多様な取組みの展開が求められますが、特に重要な事

項について、景観形成主要方策として位置づけ、住民、事業者、行政の協働により、計画

的かつ総合的に施策の展開を図ります。 

 

 

 

 

  

法
制
度
を
活
用
し
た
施
策 

町
独
自
の
施
策 

（１）景観行政団体の認定と景観計画等の策定 

（３）建築物・工作物の景観誘導 

（４）景観を阻害する行為の誘導 

（５）特定の地区における良好な景観形成 

（６）景観農業振興地域整備計画制度の活用 

（７）景観重要公共施設制度の活用 

（８）文化財保護法の活用 

（９）屋外広告物条例の制定 

（２）（仮称）まつざき景観資産の認定制度の創設 

（１）自治会単位の景観ワークショップの開催 

（３）景観教育の実践 

（４）公共案内サインのデザイン統一化 

（１）まつざき景観団体認定制度の創設 

（２）まつざき景観ネットワークの組織 

（４）松崎町景観審議会の設置 

景
観
形
成
の
体
制
整
備 

（３）景観整備機構の指定 

（２）松崎町まちづくり条例の制定 
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２ 景観形成主要方策の内容 

１）法制度を活用した施策 

 

（１）景観行政団体の認定と景観計画等の策定                     

当町独自の景観形成施策の展開にあたり、景観法等を積極的に活用していくために、

景観法に基づく景観行政団体の認定を受け、松崎町景観計画の策定及び松崎町まちづ

くり条例（景観条例）の制定を行います。 

また、景観計画策定後は、松崎町屋外広告物条例の制定、さらに歴史的風致維持向

上計画の策定などを検討し、景観法に関わる諸制度を計画的かつ総合的に活用できる

体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・景観計画は、景観法に基づく計画です。景観計画制度を運用することにより、次の

ようなことができます。 

 

○建築物や工作物の高さや色彩、意匠などを規制、誘導 

○町内の一定地区について、地域特性に合わせて、まち並み景観等の保全、あるいは規制、

誘導 

○森林地内の木竹の伐採や土石の採取等の行為について、景観に配慮した規制、誘導 

○景観上重要な建造物や樹木を、永続的に保存する仕組みの設定 

○景観上重要な道路や河川について、景観に配慮した整備、改修をするための約束事の設定 

○屋外広告物の掲出に関して基本的考え方を明記することにより、計画策定後に町独自の屋

外広告物条例の制定が可能 

等  

景観行政団体の認定 

景観計画の策定、まちづくり条例の制定 

屋外広告物条例の制定、歴史的風致維持向上計画の策定 等 
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（２）松崎町まちづくり条例の制定                       

当町の美しい景観を活かした特徴的なまちづくりを進めていくために、まちづくり

条例を制定します。 

まちづくり条例は、今後策定を予定している景観法に基づく景観計画を運用するた

めの委任事項を定めるとともに、松崎町固有の美しい景観の保全、継承及び活用を図

るための独自制度を位置付け、住民が当町の景観の素晴らしさと貴重性を認識し、誇

りを持てるような内容となるよう検討を進めます。 

また、制定にあたっては、住民が参画した組織で検討を進めます。 

 

■条例の構成案 

 

前 文 

・現在の松崎の特徴的な景観は、先人たちから継承されたものであり、松崎町の景観の素晴

らしさ、貴重性を住民等に周知し、誇りをもって景観形成を進めていく等の旨を記載する。 

第１章 総則 

・条例制定の目的、理念、用語の定義、住民の責務、事業者の責務、行政の責務等について

定める。 

第２章 景観計画 

・景観法の委任事項に基づき、届出対象行為、行為の制限の規定、あるいは勧告や変更命令

の流れについて定める。 

・景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設の指定の流れについて定める。 

第３章 まつざき景観資産 

・町内の良好な景観資源を「まつざき景観資産」として認定する流れと認定後の措置につい

て定める。 

第４章 住民による景観づくり 

・まつざき景観団体の認定、まつざき景観ネットワーク、景観整備機構の指定と役割等につ

いて定める。 

第５章 表彰・助成制度 

・景観形成に係る個人、団体等に表彰、助成できる仕組みを定める。 

第６章 景観審議会 

・景観審議会の設置、役割等について定める。 

雑則 

・その他 
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（３）建築物・工作物の景観誘導                          

まち並み景観を構成する建築物、あるいは、森林・緑地の中に立地する建築物等の

うち、一定規模以上の建築物等については、周辺景観と調和するよう形態意匠などを

適切に誘導します。 

誘導手法としては、景観法に基づく景観計画を策定し、届出対象行為と行為の制限

を定め、規制誘導します。 

①建築物・工作物の届出対象行為の案 

・届出対象行為は、住民意向を踏まえつつ設定することとし、景観計画に明記する現

段階における案は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

②建築物・工作物の行為の制限の考え方 

・町域を景観特性等からゾーン区分し、住民の意向を踏まえつつ、行為の制限（景観

形成基準）を設定し、規制誘導します。 

・規制誘導の内容は、次のような考え方に基づき、設定していくこととします。 

■周辺の景観と調和させる 

・周囲のまち並み景観や背後の自然景観との調和を図るよう、次のような点に配慮

して基準を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高さ 10ｍ以上、または、延べ面積 500 ㎡以上の建築物の新築、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

・高さ 10ｍ以上の工作物（垣・さく・擁壁、高架水槽・冷却塔・実験塔、煙突・排気塔、記念

塔、電波塔・送電用鉄塔、高架道路・高架鉄道・橋梁・横断歩道橋、太陽光発電施設な

ど）の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更 

・周囲のまち並み景観との調和や広がりのある風景に配慮し、高さはできるだけ抑える。 

・屋根形状は、和風のイメージの創出、既存の建築物との調和、山並みのスカイラインと

の調和に配慮し、勾配屋根を基本とする。 

・地域の既存建築物の屋根や外壁の色彩と同程度の明度や彩度の色彩とすることを基

本としつつ、なまこ壁や森林等の自然景観と調和した色彩とする。 

・建築物の外壁や塀の一部になまこ壁の意匠を使用するよう努める。 

等 
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■地域景観の魅力を高める 

・壁面後退部分などへの花壇の設置、広場や歩道などのオープンスペースの創出な

ど、周辺環境の向上に配慮します。 

・建築物、工作物の形態意匠について、周辺景観との調和を図ることにより、地域

の景観の向上が期待されることから、地域に根付いた樹木の敷地内への植栽や、

周辺のまち並みの特徴に合わせた施設デザインなどの導入に配慮します。 

 

■著しく目立たないようにする 

・中景や遠景で見たとき、建築物が著しく目立つことがないよう、次のような点に

配慮して基準を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■圧迫感を軽減する 

・規模が大きい建築物、工作物は、近景で見たとき、圧迫感を与えないように「壁

面後退や敷地外周部への修景」などに配慮して基準を設定します。 

 

 

 

 

  

・高さや幅をできるだけ抑える。 

・景観の中に占める面積割合をできるだけ抑える。 

・外観を分節する、陰影や質感を合わせる。 

・彩度を抑えたり、色相や明度を合わせたりする。 

・植栽などで囲い、目立たなくする。  

・建物上部の形態を整え、すっきりした形状とする。 

等 

建築物の上部が複雑な形や不揃いであったり、付属物を上部に設置すると雑然とした景観となるため、 

なるべく通りから見えないように配慮するとともに、建築物の上部もスカイラインを乱さない形状にする。

できる限り壁面の位置を

後退させ、歩道と一体と

なったゆとりある空間の

創出に努める。 
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③建築物・工作物の行為の制限案 

・町域を景観特性等からゾーン区分し、住民の意向を踏まえつつ、行為の制限（景観

形成基準）を設定し、規制誘導します。景観計画に明記する主な内容として、次の

ようにイメージします。 

 

項目 内容 

壁面後退 ・道路等公共施設に面する壁面などは後退に努め、修景や広場・歩道上の空間、

植栽のための空間を確保する。 

・隣地に面する壁面などは後退する。 

外観 高さ ・高さは、地形やまち並みなど周辺景観との調和に配慮し、次のような高さとする。

松崎地区…15ｍ以下  その他の地区…10ｍ以下 

屋根 ・勾配屋根を基本としつつ、次のような形状とする。 

松崎地区…勾配屋根 

その他の地区…傾斜度20°以上の傾斜屋根 

・屋根材は、瓦屋根あるいは瓦をイメージしたものとする。 

壁面 

材料 

・材料は、外観の変化をすぐに起こさない耐久性、耐候性のあるもの、または年月

とともに落ち着いた雰囲気の出るものを使用することを基本としつつ、木、漆喰、

瓦等、自然素材の使用に努める。 

色彩 ・高彩度色の使用は、できる限り控えるとともに、各地域で次のような色彩を基本と

する。 

【松崎地区】 

・なまこ壁の建造物等の歴史的なまち並みの落ち着いた雰囲気や品格を継承し、

その連続性が確保できるように、低彩度の色彩を用いる。 

・屋根は無彩色の和瓦を基本とし、有彩

色の場合は、暗めの色（低明度）が望

ましい。 

 

 

 

屋根：黒色または銀黒色・いぶし色 

 

    

・外壁は寺社建築物や漆喰白壁などの

伝統的な様式の建築物は高明度でも

よいが、それ以外は中明度で低彩度

の暖色系、またはグレー色相が望まし

い。 

 

外壁：茶系・グレー 

   

     

 

      

【中川地区、岩科地区】 

・四季の移ろいや時間の経過を通じて変化する微妙で繊細な自然が持つ色に調

和するよう、低彩度の色彩を用いる。 
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項目 内容 

外観 

 

色彩 ・屋根は無彩色の和瓦を基本とし、有彩

色の場合は、暗めの色（低明度）が望ま

しい。 

 

 

屋根：黒色または銀黒色・いぶし色   

 

    

・外壁は、寺社建築物や漆喰白壁などの

伝統的な様式の建築物は高明度でもよ

いが、それ以外は、中明度で低彩度の

暖色系の色相が望ましい。 

 

外壁：茶系 

 

     

【三浦地区（岩地）】 

・地域の特性となる砂や岩の色、背後の石垣などの景観と馴染み、海岸部の明るく開

放的なイメージを演出する色を用いる。ただし、安易に鮮やかな色（高彩度）を用い

ないようにする。県道からの見え方に配慮する。 

・屋根は瓦を基本とし、オレンジ系または

グレー系とする。 

 

屋根：オレンジ系、グレー系  

 

    

・外壁は明るめのベージュ系とする。 

 

 

外壁：明るめのベージュ 

 

    

【三浦地区（石部・雲見）】 

・地域の特性となる砂や岩の色、背後の山並みなどの自然景観と馴染む暖色系の色

彩が望ましい。 

・屋根は無彩色の和瓦を基本とし、有彩

色の場合は、暗めの色（低明度）が望ま

しい。 

 

 

屋根：黒色または銀黒色・いぶし色  

 

    

・外壁は、密集した民宿街においては、

明るめのベージュ系統とし、それ以外

は、中明度で低彩度の暖色系の色相

が望ましい。 

 

外壁：茶系・明るめのベージュ 

 

     

・アクセントカラーの使用は、見付面積の1/10以内とする。 

意匠 ・松崎地区、岩科地区においては、外観の一部に、なまこ壁の意匠を取り入れるよう努

める。 

付帯設備 ・屋上に設ける設備（給配水管、ダクト、受水槽、冷却塔、アンテナなど）は、外部から

見えにくい場所に設置する、または目隠しなどにより見えないようにする。 

・外壁に取り付ける設備や配管は、建築物と一体的な外観とする、または目隠しなど

により見えないようにする。 

・屋外階段、立体駐車施設などは、建築物と一体的な外観となるようにする。 

垣柵 ・道路等に面する柵などの施設は、建物本体や周辺のまち並みと調和に配慮するよう

形態や色彩を工夫し、圧迫感のないものとする。 

・松崎地区においては、塀の一部になまこ壁の意匠を取り入れる工夫に努める。 
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（４）景観を阻害する行為の誘導                       

森林内の土石等の採取や木竹の伐採、耕作放棄地に設置される可能性のある太陽光

発電設備、集落内でも行われる再生資源や廃棄物の堆積などの行為は、良好な景観を

容易に阻害することから、景観法に基づく景観計画に届出対象行為と行為の制限事項

を設定し、景観を著しく阻害することがないよう適切に誘導します。 

■開発行為 

届出対象となる 

規模等の案 
行為の制限内容の案 

施行区域の面積が500㎡

以上のもの。 
 

・できる限り現況の地形を活かし、大規模な法面または擁壁が生

じないようにする。 

・法面は、緩やかな勾配とし、周辺の植生と調和した樹種により

緑化に努める。 

・擁壁は、周辺景観と調和するよう、素材や表面処理の工夫、前

面の緑化などに努める。 

 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造成前の地形を活かし、大規模な擁壁が生じないようにする

できる限り現況の地形を生かし、大規模な法面または擁壁が生じないようにする。 

擁壁は、周辺のまち並みや自然環境と調和するよう、石積み・化粧ブ

ロック・化粧型枠や緑化等による修景を行い、景観的に調和させる。 
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■土石の採取、木竹の伐採、屋外における物件の堆積 

届出対象となる 

規模等の案 
行為の制限内容の案 

施行区域の面積が500㎡

以上のもの。 
 

・行為の位置は道路などの公共施設からできるだけ見えない位置

とする。 

・やむを得ず道路などの公共施設から見える場合、敷地の周囲を

植栽などにより遮へいする。 

・行為の跡地は、周辺の植生と調和した樹種により緑化に努める。

 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地に自立して設置する太陽光発電設備 

届出対象となる 

規模等の案 
行為の制限内容の案 

モジュールの合計面積

が 500 ㎡以上のもの。 

・太陽光電池モジュールの色彩は、黒、濃紺色を基調とし、低明

度かつ低彩度の目立たないものを使用する。 

・フレーム、架台、パワーコンディショナーなどの附属施設の色

彩は、モジュール部分と同等のものとする。 

・敷地境界から後退し、植栽やフェンスなどで目隠しを行う。 

 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路などから見えない位置を行為地に選定する。 行為が道路から直接見えないよう植栽などに

より遮へいする。 

道路などから見えない位置に設置する。 

あるいは太陽光発電設備が道路から直接見えないよ

う植栽などにより遮へいする。 
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（５）特定の地区における良好な景観形成                      

当町の中で、特に先導的かつ重点的に景観形成を図るべき地区は、「景観形成重点地

区」として位置づけ、地区単位で景観形成を進めていきます。 

重点地区については、景観計画に届出対象行為と行為の制限を設定するとともに、

その他実現手法を整備して、実現を図ることとします。 

「景観形成重点地区」は、今後の社会情勢の変化や地区住民の要望などにより、必

要に応じて指定を進めることとします。 

 

■景観形成重点地区候補地 

地 区 抽出の理由 

松崎地区 ・なまこ壁の建造物や古い趣のある木造建築物が集積し、当町の歴史・文化を

物語る、美しいまち並みが形成されている地区であるとともに、町役場等の

中核となる公共施設が集積している中心集落地です。 

・現在の美しいまち並み景観の保全を図るとともに、さらにより良くするため

に、建築物等の形態や意匠の誘導するための約束づくりが求められます。 

・新浜コミュニティ通り商店街、ときわ大通り商店街、国道 136 号沿道の商業

集積地についても、独自の趣ある景観が残されていることから、地域特性に

あわせて建築物や工作物、屋外広告物を誘導するための約束づくりが求めら

れます。 

中川地区 ・多くの観光客が立ち寄る「道の駅」花の三聖苑と、貴重ななまこ壁住宅であ

る県指定文化財の旧依田邸を含む一帯で、今後新たな観光交流拠点として位

置付けていく区域です。 

・「道の駅」花の三聖苑と旧依田邸を修景によって連続性を確保し、周辺のま

ち並みもこれらと調和するよう誘導することが求められます。 

岩科地区 ・重要文化財岩科学校や山口のなまこ壁の建造物集積地、文化的な農村景観が

広がる地域であり、当町の中でも最も文化的で貴重性の高い景観が広がる一

帯であると言えます。 

・なまこ壁の建造物や農村景観と調和するよう建築物、工作物、屋外広告物等

の誘導を図るとともに、なまこ壁の建造物群や農地を保全することが求めら

れます。 

三浦地区 ・岩地、石部、雲見の三集落を含む範囲です。 

・富士箱根伊豆国立公園や名勝伊豆西南海岸区域に指定されている美しい海岸

線と豊かな自然環境の中で、リアス式海岸に形成される特有の漁村集落構造

が形成されており、我が国の漁村農村集落景観の原型ともいえる地区です。

・各集落には海水浴場や温泉を有しており、地域の景観特性や歴史文化を踏ま

えた景観形成により、観光振興につなげていくことが求められます。 
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（６）景観農業振興地域整備計画制度の活用                     

山口の農村景観や石部棚田等、美しく文化的な農村景観の保全のために、地権者と

協議しつつ、景観法及び農振法に基づく景観農業振興地域整備計画を策定し、農地の

保全、農村景観と調和した農業用施設の整備等について誘導します。 

 

■指定地区の案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜那賀の大規模花畑周辺＞ 

・那賀の大規模花畑は、一団の水田の農

閑期において、ワイルドフラワーが植

栽される大規模な花畑です。 

・色とりどりの花畑は、背後の丘陵地の

緑や那賀川沿いの桜並木と一体となっ

て、他では見られない美しい景観が広

がり、シーズンには、町外から多くの

観光客が訪れています。 

＜山口の農地＞ 

・山口の農地は、なまこ壁の建造物や昔

ながらの農家住宅、周囲の里山と一体

となり、日本の原風景ともいえる美し

い農村景観が見られ、文化的な景観と

言える地区です。 

・水田、桜葉畑の保全を図るとともに、

あわせてなまこ壁の建造物の保全を図

り、観光交流拠点として活用が求めら

れます。 
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＜石部棚田＞ 

・耕作放棄地となった棚田を地元住民が

多様な主体と連携し、維持管理してい

る農地であり、棚田景観の美しさと管

理体制、あるいは定期的なイベントが

町内外から高い評価を得ています。 

・今後も農地と取組みを継承していくこ

とが求められます。 
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（７）景観重要公共施設制度の活用                        

河川軸である那賀川、岩科川、道路軸である国道 136 号、県道下田松崎線、県道南

伊豆松崎線は、周辺景観や自然環境と調和した整備改修等を進めるために、管理者（国、

県等）と協議の上、景観重要公共施設として位置付けます。 

■景観重要公共施設の整備の方針として位置付ける内容案 

・河川軸…護岸や防護柵の素材や意匠、色彩、河川区域内の維持管理 等 

・道路軸…法面や防護柵の素材や意匠、色彩、道路区域内の緑化、草花植栽、維持

管理 等 
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（８）文化財保護法の活用                            

松崎地区の中宿通りや岩科地区の八木山、山口、三浦地区の石部棚田など、なまこ

壁の建造物が集積した集落やまち並み、あるいは生活や生業、当町の風土により形成

された景観地は、必要な調査を行い、所有者や文化庁と協議しつつ、伝統的建造物群

保存地区や文化的景観の指定を目指すとともに、将来的に重要伝統的建造物群保存地

区、重要文化的景観の指定を目指し、効果的な保全活用を図ります。 

あわせて、指定地区内やその周辺部の建築物については、景観計画による建築物、

工作物の規制誘導、道路河川等の景観重要公共施設の指定、景観農業振興地域整備計

画の策定などを併せて行うことを検討します。 

さらに、重要伝統的建造物群保存地区や重要文化的景観に指定された後は、なまこ

壁の左官技術を選定保存技術に指定することを目指します。 

 

■指定地区の案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜中宿通り周辺： 

伝統的建造物群保存地区＞

・松崎地区の中宿通り周辺部は、なまこ壁

の建造物が集積する当町の歴史・文化を

物語る、美しいまち並みが形成されてい

る地区であり、今後も保全、活用が求め

られます。 

＜岩科地区山口 

：伝統的建造物群保存地区＞

・なまこ壁の建造物や昔ながらの農家住宅、

周囲の里山と一体なり、日本の原風景と

もいえる美しい農村景観が見られ、文化

的な景観と言える地区であり、農地など

も一体的に保全、活用することが求めら

れます。 
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＜岩科地区八木山 

：伝統的建造物群保存地区＞

・なまこ壁の建造物が多く残されている山

間部の集落です。山間部の狭小な平地に

集落が形成されており、古い石垣も歴史

を感じさせており、当町の桃源郷とも呼

ぶにふさわしい地区であり、今後も保全、

活用することが求められます。 

＜三浦地区石部：文化的景観＞ 

・耕作放棄地となった棚田を、地元住民が

多様な主体と連携し、維持管理している

農地です。棚田景観の美しさを継承して

いる風景は、当町の文化的景観と言え、

今後も棚田と管理体制を継承することが

求められます。 
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（９）屋外広告物条例の制定                             

松崎町のまち並み景観と調和した屋外広告物の景観形成を図るため、あるいは屋外

広告物による良好な自然景観や富士山の眺望景観の阻害の防止等のために、松崎町独

自の屋外広告物条例を制定します。 

 

①屋外広告物の規制誘導のポイント 

■松崎のまち並みの特徴に合わせた屋外広告物の意匠の誘導 

・なまこ壁のまち並みに合わせた自家広告物の意匠の誘導 

・商店街のレトロな雰囲気に合わせた自家広告物の意匠の誘導 

・温泉街のまち並みに合わせた自家広告物の意匠の誘導 

■良好な景観を阻害する屋外広告物の規制誘導 

・海岸線を通る国道 136 号沿道の案内広告物の規模や色彩の誘導 

・国道 136 号から見える富士山眺望を遮る案内広告物の設置抑制 

・中川地区や岩科地区の農村景観が広がる地区における自家広告物や案内広告物の

設置場所や規模、色彩の誘導 

・案内広告物の集約化の誘導 

■商業集積地の景観向上のための屋外広告物の規制誘導 

・松崎地区の国道 136 号沿道のまち並み景観の向上のための屋外広告物の設置場所、

規模、色彩等の規制誘導 

  

  
 

 

 

 

自然素材を使用した自家広告物 大きさや形態に配慮された集合看板 

小布施町広告物設置マニュアルより 
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２）町独自の施策 

 

（１）自治会単位の景観ワークショップの開催                    

当町の景観の美しさ、貴重性を住民に理解してもらい、住民が地域の景観に誇りを

持ち、景観形成の取組みに主体的に係る基盤をつくるために、自治会毎に景観につい

て考えるワークショップを開催します。 

具体的には、松崎町花の会や松崎町さくら会、松崎町まちづくりやろうじゃ協議会

の活動、世界でいちばん富士山がきれいに見える町宣言実行委員会等、現在、特定の

地区で行われている住民有志、住民団体の活動を、自治会単位で分担して活動展開し、

町域全体に広げていくことをねらいとします。 

住民の景観に関する意識の醸成を図るため、集落単位で地域の景観の価値や課題に

ついて確認するなど、身近な景観を対象として考えることから始め、最終的には、集

落内の草花植栽や美化清掃、リバーフレンドシップ、アダプトロードプログラム、屋

外広告物のパトロール等、自治会単位での景観形成の活動につなげていくことを目的

とします。 

また、景観だけではなく、ワークショップを通じて、コミュニティの強化につなげ

るとともに、住民と行政の協働による多様なテーマのまちづくりの展開にも期待でき

ます。 

 

 

 

■ワークショップの流れ（案） 

 STEP１ 景観とは何かを学ぼう！ 

・町内や地域の景観の成り立ちを学び、松崎町の

景観とは何かを理解します。 

 

 

 

 

 

 

 

地域の景観の勉強会 
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 STEP２ 地域の景観の素晴らしさを発見し

よう！ 

・皆で集落内を歩いたり、都市住民と交流したり

することで、住民が気づかなかった地域景観の

素晴らしさと貴重性を理解します。 

 

 

 

 STEP３ 地域の景観をよりよくするため

のアイデアを考えよう！ 

・地域の優れた景観を残したり、より良くしたり

するためのアイデアを考えます。 

 

 

 

 

 STEP４ 景観づくりを実践しよう！ 

・皆で考えたアイデアを実践していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜景観形成の取組みの実践例＞ 

○建物等のルールづくり 

○具体的な活動…草花植栽、ゴミ拾い、リバーフレンドシップ、アダプトロードプログラ

ム、ポートサポーター、屋外広告物のパトロール 等 

○景観以外のテーマのまちづくり活動 

 等 

景観づくりの実践 
須坂探検マップ（http://www.suzakamap.com/）より 

まち歩きによる景観の点検 
（伊豆の国市） 

景観をよくするためのアイデアの検討 
（伊豆の国市） 
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（２）（仮称）まつざき景観資産の認定制度の創設                  

当町の良好な景観の保全、創出に寄与する建築物や工作物、あるいは眺望景観や巨

木、古木等の自然景観については、住民や所有者の意向を踏まえつつ、「（仮称）まつ

ざき景観資産」として認定し、景観法などと連携を図りつつ、保全と向上のための措

置を図るとともに、当町のまちづくりに活用します。 

本制度案は、松崎町景観計画に併せて制定する松崎町まちづくり条例に明文化して

制度化することとします。 

 

①（仮称）まつざき景観資産の対象イメージ  

■地域の優れた自然環境を継承する景観 

・富士山、夕日等の眺望景観 

… 例：石部海岸、雲見海岸、烏帽子山、室崎

展望台、千貫門 等 

・貴重な自然植生 

… 例：長九郎シャクナゲ、巨鯛島のウバメガ

シ群落 等 

・自然景観の骨格となる河川 

… 例：那賀川、岩科川 等 

 等 

■地域の歴史、文化を伝える景観 

・地域の歴史、文化を伝えるなまこ壁の建造物や

古民家 

… 例：明治商家中瀬邸、伊豆文邸、近藤平三

郎旧家、旧石井豆腐店、時計台 等 

・地域住民から親しまれている寺社仏閣や指定文

化財等の資源 

… 例：旧岩科学校、旧依田邸、大沢学舎、浄

泉寺、春城院 等 

・歴史や文化を感じる農地や石垣、用排水路 等 

… 例：山口の水田、石部棚田、岩地の石垣 等 

 等 

  

松崎海岸からの夕日 

伊豆文邸 
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■良好な景観形成の模範となる景観 

・ランドマークとなる巨木や古木など、地域のシ

ンボルとなっている地域を印象づける自然的

資源 

… 例：伊那下神社のイチョウ、那賀川沿いの

桜並木とアジサイ 等 

 

・地域の景観づくりの模範となるような優れたデ

ザインの建造物や工作物 

… 例：伊豆の長八美術館、明治商家中瀬邸の時計台、宮の前橋、ときわ大橋 等 

・地域の彩に重要な役割をになう花壇や花木 

… 例：那賀の大規模花畑、「道の駅」花の三聖苑の花壇 等 

 等 

 

■景観を守り育み、創造する住民活動 

・地域に根付き、住民によって守り継承されてい

る祭礼やイベントの風景 

・住民が主体となって美化清掃する様子など、地

域の景観づくりに寄与する活動 

 等 

 

 

②（仮称）まつざき景観資産の認定制度のフロー 

・（仮称）まつざき景観資産については、住民、事業者、あるいは所有者等からの意向

の把握により、認定候補を抽出します。 

・抽出された候補については、住民及び第三者機関等からの意見を聴いた上で、所有

者との協議を経た後に、（仮称）まつざき景観資産として認定します。 

 

 

 

 

 

住民、事業者、所有者か

らの意向把握による指

定候補の抽出 

住民及び第三者機関の

意見聴取 

（仮称）まつざき景観資

産の認定 

中瀬邸の時計台 

秋祭り 
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③（仮称）まつざき景観資産の認定後の措置 

・（仮称）まつざき景観資産に認定された対象物件は、今後も保全継承に努めることを

原則とし、認定されたことを示すサインなどの設置を行い、周知に努めます。 

・認定された物件の周辺部の公共空間の改善など、より良好な景観となるよう、必要

な整備などを行います。 

・対象物件に応じて、景観法に基づく景観重要建造物や景観重要樹木、景観重要公共

施設などの指定を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象毎の対応例 

（
仮
称
）
ま
つ
ざ
き
景
観
資
産 

建造物・樹木 

公共施設 

農地 

樹木 

景観重要建造物の指定 

景観重要公共施設の指定 

景観重要樹木の指定 

（
仮
称
）
ま
つ
ざ
き
景
観
資
産
の
保
全
、
活
用
方
策
の
推
進 

眺望
眺望景観の保全、眺望点の

整備 
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（３）景観教育の実践                              

これまで残されてきた松崎町の景観資源を保全し、後世への継承を継続的に進める

ために、次世代を担う子どもたちの景観に関する意識の向上を図ることが求められる

ことから、学校や民間団体と連携し、総合学習を活用した小中学生向けの景観教育プ

ログラムや高校生向けの景観デザインコンテストの実施などを検討し、子どもの景観

形成への意識を醸成します。 

 

 

 

回数 単元名・題材名 概要 

１ ひそんでいるぞ！カ
オ・かお・顔 

身の回りを観察し、まちに隠れている「顔」を発見する（窓の

並び方など）。 

２ これはどこだ？探し
てみようまちパーツ 

身の回りにあるものの写真を撮り、クイズ形式で出題し合う

（屋根、壁、塀、看板、室外機など）。 

３ よくよく見れば、あ
の場所に 

身の回りの建造物や樹木などの表面をクローズアップの写真

に撮り、クイズ形式で出題し合い、素材の持つ表情に気づく。

４ まちの色・いろいろ まちにあるいろいろな色を集め、色ごとに分類し、まちの中の

どこにどのような色が使われているか考える。 

５ 地域カルタをつくろ
う 

まち歩きをして素材を探し、絵と文章で表現し、まちのカルタ

をつくる。 

６ 塀もまちの景観の一
部 

まち歩きをして、塀の写真を撮り、その好きな組み合わせを考

える。 

７ 看板からまちの風景
を考える 

まちにある看板を写真に撮り、特に良いと思う看板ベスト３を

選び、その良さの理由を考える。 

８ わたしたちのまちに
言葉の贈りもの 

まちの写真を撮り、言葉を添えて自分たちのまちを表現する。

それを紹介する展覧会を行う。 

９ 思い出いっぱいわた
したちのみち 

通学路などで思い出に残る風景を写真に撮り、それをみちのよ

うに並べて「わたしたちのみち」の絵図をつくり、思い出を書

き添える。 

10 校歌の風景を見つめ
てみよう 

校歌に詠まれている場所を探し、観察し、地図に表現するとと

もに、その場所をよりよくする方法を考える。 

11 地域景観プランナー
になろう 

場所を決めて、その自然や人々の暮らしを調べ、その場所の魅

力等を紹介するパンフレット等を作成する。 
出典：国土交通省ホームページ 

  

■景観づくり学習モデルプログラムの参考例 （国土交通省ＨＰより） 
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（４）公共案内サインのデザイン統一化                      

町内の文化施設や観光交流施設の案内板、散策コースの案内サインなどについて、

大きさや色、文字のデザイン、使用する言語等が統一されていないことから、案内サ

インのデザインガイドラインなどを作成し、町内に設置する案内サインは、ガイドラ

インに即して整備改善を進めます。 

特に近年は、外国人観光客が増加傾向にあることから、多言語化についても十分に

配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 三島市 街なかせせらぎルート案内看板 岡崎市 ルート案内柱（岡崎市観光協会 HP より） 
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３）景観形成の体制整備 

 

（１）まつざき景観団体認定制度の創設                       

一定地区において良好な景観形成を進める団体、あるいは一定のテーマで景観形成

に取組む住民団体を、まつざき景観団体として認定する制度を創設します。 

認定した団体に対して、住民の自発的な参加や活動の活性化を図るため、情報提供

や技術的な助言、景観形成に係る活動費を補助します。 

■景観形成活動団体の対象の考え方 

・住民が自主的に参加して、景観形成に関する活動を行っている、または行おうと

している団体 

■支援内容イメージ 

・景観形成の活動に関する個別相談や情報提供 

・景観に関する勉強会や出前講座の開催 

・必要に応じて活動に要する物品の提供や費用の補助 

・まつざき景観団体同志の情報交換の場の提供 

・団体情報や活動状況などの紹介 

 

（２）まつざき景観ネットワークの組織                       

まつざき景観団体、あるいは松崎町花の会や松崎町さくら会、石部地区棚田保全推

進委員会、松崎町まちづくりやろうじゃ協議会などの既存の景観活動団体、そのほか、

地域おこし協力隊など、当町の景観形成に係る団体や個人で構成される、まつざき景

観ネットワークを組織します。 

まつざき景観ネットワークでは、関係者が定期的に集う機会を設け、互いの活動の

情報交換をするとともに、町の景観形成に係る取組みについて意見交換します。 

■期待される効果 

・参加団体間の活動内容の情報共有 

・情報交換による活動団体の課題解決 

・複数団体が連携した活動展開 

・町からの景観情報の共有 

・町が主体となる活動への協力依頼 
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（３）景観整備機構の指定                             

景観に関する一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる、一般社

団法人、一般財団法人またはＮＰＯ法人を景観整備機構に指定し、行政に代わってあ

るいは行政とともに良好な景観の形成に取組む主体として、景観法に基づく景観整備

機構として位置付けます。 

また、景観整備機構に指定された団体が当町の景観形成に係わる業務に積極的に係

ることができるよう支援策を検討します。 

■景観整備機構との協働による取組みイメージ 

・地域住民による主体的な景観形成の取組みに対する専門家の派遣 

・地域住民が景観形成の取組みを行う上で必要な助言、相談 

・景観形成に関する勉強会やセミナーの開催 

・屋外広告物のパトロールや違反広告物の簡易除却 

 

 

 

（４）松崎町景観審議会の設置                           

当町における良好な景観形成に関する審議調査機関として、住民、景観に係わる学

識経験者などから構成される、松崎町景観審議会を設置します。 

松崎町景観審議会は、必要に応じて召集され、松崎らしい魅力あるまちづくりに寄

与するよう、景観形成に関する事項を調査、研究、審議するものとします。 

■主な役割 

・景観形成基本計画、景観計画の策定（変更）に関わる審議 

・景観計画に基づく行為の届出に係る重要な決定（勧告・変更命令その他の行政措

置）に対する意見 

・（仮称）まつざき景観資源に係る指定・解除に対する審議 

・屋外広告物の規制誘導に関する審議 

・その他、景観形成上重要な事項に関する審議 
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まつざき景観ネットワーク 

まつざき景観団体 

景観整備機構 

町 

住民 

 

町内会 

 

ＮＰＯ 

 

事業者 

松崎町景観審議会 
参加 

参加 

参加 

参加 

連携 

諮問答申 

連携 

連携 

連携 
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Ⅳ 景観形成ガイドラインの推進にあたって 
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１ 景観形成ガイドライン推進の考え方 

松崎町のなまこ壁等の歴史的、文化的景観、那賀川や自然公園等の自然景観、ある

いは、これらと調和するまち並み景観等は、町の貴重な財産であり、全ての住民の誇

りとなるものです。 

景観形成の基本目標・基本方針等を踏まえ、景観法や関連法制度等を活用し、住民

事業者・町が協働で松崎町固有の良好な景観づくりを進めていく必要があります。 

 

２ 住民、事業者、行政の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）住民の役割 

景観づくりの主役は住民です。自らが主体となって、松崎町の景観を築いた先人た

ちに敬意し、町の景観に誇りをもち、自分のまちは自分たちでより良いものにしてい

くという意識で景観形成の取組みに積極的に係ることが必要です。 

住民一人ひとりが自主的かつ積極的に地域の景観づくりの活動を積み重ねながら、

全町的な景観形成への取組みへとつなげていくために、当町が実施する景観形成の施

策や事業に主体的に参加することが求められます。 
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２）事業者の役割 

事業者は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、自らの事業活動が松崎町

及び地域の景観に影響を与えるものであることを十分認識して、当町の景観形成の基

本的考え方、将来像、方針等の考え方を理解し、施策や事業に積極的に協力するとと

もに、周辺環境と調和した意匠とするなど、住民等が実践する景観形成の取組みに積

極的に貢献することが求められます。 

 

３）行政の役割 

景観形成の施策や事業手法は多岐にわたることから、景観法をはじめ関係諸制度を

効果的に組み合わせ、総合的かつ計画的に施策や事業を調整し、進めていかなければ

なりません。 

住民一人ひとりが、町の景観に誇りを持ち、気軽に参加できるような情報の提供、

場や機会等のきっかけづくりをはじめ、具体的な協働の仕組みを構築するとともに、

庁内連携はもちろんのこと、隣接市町との連携強化、伊豆半島地域の市町との連携強

化等、多様な連携による景観形成を進め、県内の良好な景観形成への先導的役割を果

たします。 
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用語解説 
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【あ～お】                

アイストップ 

・街角や見通しの良い通り景観の正面にあり、人

の視線を引きつけ又は印象に残る山や建築物、

樹木などのこと。 

空き家対策特別措置法 

・「空き家等対策の推進に関する特別措置法」（平

成26年法律第127号）のこと。適切な管理が行

われていない空き家等が防災、衛生、景観等の

地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼして

いることから、生活環境の保全を図り、あわせ

て空き家等の活用を促進するための制度や仕

組みが定められている。 

アダプトロードプログラム 

・県が管理する道路を含む一定の区間において、

住民や道路利用者が道路の清掃、除草等の美化

活動を通じて、住民と道路管理者との協働によ

る、より豊かで快適な道路空間を創造すること

を目的とした、静岡県の独自制度のこと。 

屋外広告物 

・常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示

される 看板、立看板、はり紙、はり札及び広

告旗並びに広告塔、広告板、建物その他の工作

物等に掲出されているもの等のこと。また、表

示内容が営利を目的としたものでないもの、例

えば行事や催事等の案内も屋外広告物に含ま

れる。 

 

【か～こ】                 

景観計画 

・景観法第８条に規定された、景観行政団体が定

める「良好な景観の形成に関する計画」のこと

をいい、次の事項は、必ず定めることになって

いる。 

(1) 景観計画の区域 

(2) 景観計画区域内の良好な景観の形成に関

する方針 

(3) 良好な景観の形成のための行為の制限に

関する事項 

(4) 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定

の方針 

景観重要建造物 

・景観法第19条に規定された、景観計画に定めら

れた指定の方針に即して、景観行政団体の長が

指定した良好な景観の形成に重要な建造物の

こと。 

 

景観重要樹木 

・景観法第28条に規定された、景観計画に定めら

れた指定の方針に即して、景観行政団体の長が

指定した良好な景観の形成に重要な樹木のこ

と。 

景観重要公共施設 

・景観法第８条第2項第5号ロに規定された、道路、

河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園

等に係る公共施設のうち、景観計画の中で、良

好な景観の形成に重要なものとして定めたも

の。 

景観農業振興地域整備計画 

・景観法第55条に規定された、景観計画区域内の

農業振興地域のうち、景観と調和のとれた良好

な営農条件の確保を図るべき地域について定

める計画のこと。 

景観整備機構 

・景観法第92条に規定された、公益法人又は特定

非営利活動法人（NPO 法人）で、管理協定に基

づく景観重要建造物や景観重要樹木の管理、景

観に関する調査研究などの業務を行うことが

できる団体。景観行政団体の長が指定する。 

景観法 

・平成17年に施行された、我が国初の景観に関す

る総合的な法律のこと。都市、農山漁村等にお

ける良好な景観の形成を促進するため、景観計

画の策定その他の制度が定められている。 

 

【さ～そ】                

ジオサイト 

・ジオパークに位置付けられた、地質、地形、歴

史などの見学場所や拠点のこと。ジオパークと

は、日本ジオパーク委員会によって審査された、

ジオ（地球）に関わる、地層・岩石・地形・火

山・断層など、さまざまな自然遺産で構成され

る「公園」のこと。日本ジオパークになると、

世界ジオパークの審査に申請することができ、

合格すると世界ジオパークとなる。当町は伊豆

半島ジオパークに含まれる。 
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【た～と】                 

伝統的建造物群保存地区・重要伝統的建造物

群保存地区 

・文化財保護法に基づき、市町村は、伝統的建造

物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計

画的に進めるため、保存条例に基づき保存計画

を定め、国は市町村からの申出を受けて、我が

国にとって価値が高いと判断したものを重要

伝統的建造物群保存地区に選定する制度のこ

と。市町村の保存・活用の取組みに対し、文化

庁や都道府県教育委員会は指導・助言を行い、

また、市町村が行う修理・修景事業。防災設備

の設置事業、案内板の設置事業等に対して補助

し、税制優遇措置を設ける等の支援を行う。 

 

【さ～そ】                

彩度 

・色の３要素のひとつで、色の鮮やかさの程度の

こと。マンセル表色系では、彩度を数字で示し、

数値が低いほうが落ち着いたやわらかい色と

なる。 

色相 

・色の３要素のひとつで、色合いのこと。マンセ

ル表色系では、赤(Ｒ)・黄(Ｙ)・緑(Ｇ)・青

(Ｂ)・紫(Ｐ)・黄赤(ＹＲ)・黄緑(ＧＹ)・青緑

(ＢＧ)・青紫(ＰＢ)・赤紫(ＲＰ)の10色と無彩

色(Ｎ)で表す。 

里地里山 

・原生的な自然と都市との中間に位置し、集落と

それを取り巻く二次林、それらと混在する農地、

ため池、草原などで構成される地域のこと。特

有の生物の生息・生育環境として、また、食料

や木材など自然資源の供給、良好な景観、文化

の伝承の観点からも重要な地域である。 

選定保存技術 

・文化財保護法に基づく、文化財の保存のために

欠くことのできない伝統的な技術または技能

で保存の措置を講ずる必要があるものを、文部

大臣は選定保存技術として選定し、その保持者

及び保存団体を認定する制度のこと。 

 

 

 

 

【な～の】                

日本で最も美しい村連合 

・日本の農山漁村の景観・文化を守りつつ、最も

美しい村としての自立を目指す活動を進める

平成17年に設立された特定非営利活動法人

（NPO法人）のこと。加盟町村長・代表、加盟

町村住民と、国内外の企業や個人のサポーター

で組織されており、美しい村づくり、ロゴマー

ク、サポーター制度、イベントの開催、広報活

動等を行っている。 

認定農業者 

・農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示さ

れた農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫

に基づき、経営の改善を進めようとする計画を

市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者

に対して重点的に支援措置を講じようとする

制度のこと。 

 

【は～ほ】                

富士箱根伊豆国立公園 

・国立公園とは、自然公園法に基づき、日本を代

表する自然の風景地を保護し利用の促進を図

る目的で指定された区域のこと。富士箱根伊豆

国立公園は、富士山を中心にその周辺の湖沼や

高原を含む富士山地域、東海道の宿場町であり、

古くから温泉地として名高い箱根地域、天城連

山と変化に富んだ海岸線、そして温泉が魅力の

伊豆半島地域、今日でも火山活動が活発な大

島・三宅島等の伊豆七島からなる伊豆諸島地域

の４地域に分けられる。 

 

【ま～も】                

マンセル値 

・色を定量的に表す体系である表色系の一つで、

色彩を色の３要素（色相、明度、彩度）によっ

て表現する。日本では、JISZ 8721（三属性に

よる色の表示方法）として規格化されており、

マンセル表色系、マンセル色体系、マンセルシ

ステムとも言う。 

明度 

・色の３要素のひとつで、色の明るさのこと。マ

ンセル表色系では、明度を数字で示し、数値が

大きい方が明るい色となる。 
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【や～よ】                

ユニバーサルデザイン 

・すべての人のためのデザイン（計画・構想・

設計）。障害者や高齢者、外国人、男女など、

それぞれの違いを超えてすべての人が暮ら

しやすいように、まちづくり、ものづくり、

環境づくりなどを行っていこうとする考え

方のこと。 

 

【ら～ろ】                 

リアス式海岸 

・地面の隆起、沈降や、海水面の上昇などが原

因で、もとは谷だったところに海水が入り込

み、ノコギリの刃のような入り組んだ海岸線

部分のこと。 

リバーフレンドシップ制度 

・住民、利用者等がリバーフレンド（川のとも

だち）となり、川の清掃や除草等の河川美化

活動を行い、地域全体で身近な環境保全への

関心を高めることを目的とした、静岡県の独

自制度のこと。 
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